
確かめよう、介護労働者の労働条件 

山口労働局 労働基準部 監督課（☎083-995-0370） 

 

 事業主の皆様へ 

 

 労働基準法等で定められた基本的な労務管理について、1年単位の変形労働時間制の協定届や36協定届の

記入例、さらに年次有給休暇管理簿の参考様式も添付して、コンパクトに解説しておりますので、ご活用く

ださい。 

 労働局や労働基準監督署には、業種を問わず、決まった休憩時間が取れない、終業時刻を超過して残業し

ても30分未満はカットされる、年休が取得できない、さらに、パワーハラスメントともいえる言動にさらさ

れているといった相談が寄せられています。 

今一度、働きやすい職場であるか否か、間違った管理が行われていないか、ご確認をお願いします。 

 

 

～寄せられる相談からみた「確認いただきたい事項」～ 

☑ 休憩をきちんと取らせていますか？【 5頁の「Ⅲ 休憩について」参照 】  

「休憩時間に掛かってしまった労働」が発生した場合は、休憩時間をずらして所定の休憩時間を確保す

ることが必要です。 

特に、人手が足りていない部署では、こうしたことが常態化していることがありますので、今一度、実

態を把握して問題が認められた場合には業務体制等の改善を行ってください。 

 

☑ 所定労働時間を超過（早出を含む）した場合には、時間外手当を支払っていますか？ 

               【 3 頁の「I 賃金について」の 「Point3 割増賃金」参照 】 

監督署には・ 残業が 15分単位で切り捨てられる 

・ 30 分単位で残業時間を報告するよう指示される（30 分に満たない時間は報告できない） 

・ 毎日、始業前に準備作業があるにもかかわらず、賃金計算されていない 

・ 決まった休憩時間が取れなくても何も手当されない 

といった相談が日々寄せられますが、これらは全て違反です。 

 実労働時間を正しく把握して、きちんと時間外労働に対する時間外手当を支払ってください。 

 

☑ 年休がとりやすい環境にありますか？【 5頁の「Ⅳ 年次有給休暇について」参照】 

年休について、取得可能な日数を付与日（基準日）に示し、申請しやすい業務体制の構築とともに管理

簿等による申請手続きの明確化など、働き方改革の一環として取得率向上に努めてください。 

 

☑ 職場のハラスメント防止対策を具体的に進めていますか？ 

【23頁の職場のハラスメント対策リーフレット参照】 

  職場のパワーハラスメント防止措置はもちろん、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産等、育児・介

護休業等に関するハラスメント防止措置を講じることが事業主の義務となっています。（労働施策総合推

進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法） 

さらに、令和 8 年 10 月１日からのハラスメント対策強化によって、「カスタマー

ハラスメント対策」及び「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」も義務

化されますので、改正法や指針の内容をご確認いただき、対策を進めていただくよう

お願いします。 

 

 

 

※  山口労働局では、毎年、労務管理担当者の方が手元に置いて必要な時に確認していただけるよう「労

働条件管理ハンドブック」（約190頁）を作成しています。 

最寄りの労働基準監督署で配付（無料）していますので、ご利用＜ださい。  

－職場におけるハラス 
メントの防止のために－ 
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＝ 賃金体系の例 ＝ ＝ 賃金体系の例 ＝ ＝ 賃金体系の例 ＝ ～ 賃金体系の例 ～ 

 

 

労働者を雇用する場合は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法のほか、労働者災害補償保険法、雇用保
険法などにより定められた最低限のルールに沿った雇用条件であることが必要です。このルール守られていない
ことに対して罰則が設けられているものもあります。 

 

 

 

 賃金は、①通貨で、②全額を、③毎月１回以上、④一定期日を定めて、⑤直接労働者に支払わなければなりません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最低賃金は、パート、アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。仮に最低賃金額未満でよいとの合
意があったとしても法律上は無効であり、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 

 

 

 

 

 

☑ 改定された最低賃金は効力発生日から適用されますので、例えば効力発生日が 10月 16日の場合は 10月 16
日の勤務分から最低賃金以上の賃金を支払うことになります。 

☑ 賃金の内分け（手当）の種類は事業場によって異なりますが、実質的な内容が① 臨時に支払われる賃金、 
② １か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等）、③ 割増賃金※、④ 精皆勤手当、通勤手当及び家族
手当であるものを除いた、基本給と諸手当の合計額が最低賃金額以上である必要があります。 

※ 割増賃金については、次頁の「Point 3 割増賃金」を参照してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

【月給制の場合の最低賃金額との比較の例】 

   月額基本給のほかに月額の手当が支払われている場合 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ  賃金について 

 Point 1 賃金の支払いの５原則（ 労働基準法第 24条 ） 

Point 2 最低賃金制度（ 最低賃金法第４条 ） 

☑ 次の場合を除き、賃金から一部であっても控除
（天引き）することはできません。 

  ① 法令によるものの場合 
   所得税、住民税、社会保険料等 

  ② 社宅費、昼食代など、下記を定めた労働者代
表との協定を締結した場合（賃金控除に関す
る協定書） 

イ 控除の対象となる具体的な項目 
ロ 控除を行う賃金支払日等 

使

用
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は
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②全額を 

 
③毎月１回以上 

④一定の期日に 

⑤直接 

賃

金 

定期給与 

① 臨時の賃金 

（結婚手当など） 

② 賞与 

最低賃金の対象 

③ 休日出勤手当 ③ 時間外勤務手当 

右記以外の諸手当 基本給 

③ 深夜勤務手当 

所定内給与 

所定外給与 

④ 精皆勤手当･通勤手当･家族手当 

都道府県で働くすべての労働者に対して適用される最低賃金
です。 
（山口県は時間額 1,043円（効力発生日：令和７年10月16日） 

地域別最低賃金 

特定の産業で働く労働者に対して適用さ
れる最低賃金です（適用される産業は、都道
府県ごとに異なります）。 

特定最低賃金 

※ １か月の平均所定労働時間数 ＝ 
（365日※－ 年間の所定休日日数）×１日の所定労働時間数 

 12（か月） 

≧ 最低賃金額 
基本給＋月額の手当（上記①から④の手当を除く） 

 １か月の平均所定労働時間数※ 

（※うるう年の場合は366日） 

山口労働局監督課 

労務管理の基本ルール 
労 働 基 準 法 な ど か ら み た 「 労 務 管 理 の ポ イ ン ト 」 

 

Ⅰ 

❶ 



 

 

 法定労働時間（休憩時間を除いて、原則１日８時間、週40時間（特例措置対象事業場については１日８時間、
週44時間））※を超えて労働させた場合は 25%以上、月60時間を超えて時間外労働させた場合には 50%以上、深
夜（午後 10時〜午前５時）に労働させた場合には 25%以上、法定休日（週１日または４週間を通じて４日）※に
労働させた場合には 35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。 

※  法定労働時間、法定休日については、「Ⅱ 労働時間について」の「Point 1 法定の労働時間・休日」を参照
してください。 

 

 

 

 

 

 

 

☑ 割増賃金は、労働者ごとに基礎となる１時間当たりの賃金額（単価）を算出し、割増をすべき時間外労働時
間数等を乗じて計算しますが、この単価を算出するに当たっては、労働と直接的な関係が薄い下記の手当は除
外して算定してよいことになっています。 

    

 

 

 

 

☑ 割増賃金の基礎となる１時間当たりの賃金額（単価）の計算方法について、月額基本給のほかに月額の手当

が支払われている場合の計算式は次のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ 時間外労働や休日労働を行わせるには、事前に時間外労働・休日労働に関する協定を締結・届出することが
必要ですが、時間外労働の上限（原則）である月45時間・年360時間を超えて時間外労働を行わせる場合は、
25％を超える率で計算した割増賃金を支払うよう努める必要があります。 

☑ 割増賃金の計算における端数にあっては、 
① １か月における法定時間外労働、法定休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計に１時間未満の端数

がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を 1時間に切り上げること 
② 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50

銭以上を1円に切り上げること 
③ 1か月における法定時間外労働、法定休日労働及び深夜労働の各々の割増賃金の総額に 1円未満の端

数が生じた場合、②と同様に処理すること 
としても労働基準法第37条違反とはなりません。 
 1日ごとの時間外労働等について、端数を切り捨て、その分の賃金を支払わないことは、労基法第 24条また
は第37条違反となります。 

 

Point 3 割増賃金（ 労働基準法第 37条 ） 

～ 割増賃金の基礎となる賃金から除外※してよい賃金 ～ 

 ① 家族手当       ② 通勤手当           ③ 別居手当       ④ 子女教育手当      ⑤ 住宅手当  
 ⑥ 臨時に支払われた賃金（結婚手当など） ⑦ １か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等） 

  ※ 除外される賃金か否かは手当の名称にかかわらず、手当の実質的な内容によって判断します。 

【割増賃金の計算例】 

 １日の所定労働時間が８時間、年間の所定休日が 105日で、月額基本給20万円と主任手当の月 5,000
円を支給している労働者に、ある月に 20時間の残業、４時間の深夜労働、さらに２日間（８時間と９時
間）の法定休日労働を行わせた場合 

    １か月の平均所定労働時間数は、（ 365日※－105日）×８時間÷12か月＝ 173.3時間 

    時間単価は、    （ 20万円＋5,000円）÷173.3時間 ＝ 1,183円 
    支払う残業（時間外）手当は、  1,183円×1.25×20時間＝29,575円 
    支払う深夜労働手当は、      1,183円×0.25×4時間＝1,183円 
    支払う休日労働手当は、 1,183円×1.35×2日（17時間）＝27,150円 

× × 時間数 

1.25（法定時間外労働の場合） 

1.50（法定時間外労働が月60時間を超える場合） 

0.25（深 夜 労 働 の 場 合） 

1.35（法定休日労働の場合） 

 

１か月の平均所定労働時間数 

基本給＋月額の手当 

 

割増賃金 

単  価 

法定労働時間を超える 
時間外労働 

深夜労働 
（午後10時から午前５時） 

25％以上の割増賃金 

法定休日労働 35％以上の割増賃金 

25％以上の割増賃金（月60時間以下） 
50％以上の割増賃金（月60時間超え） 

（※うるう年の場合は366日） 

＝ 
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 休憩時間を除いて、原則、１日８時間または週40時間（法定労働時間）を超えて労働させてはなりません。 
ただし、常時 10 人未満の労働者を使用する①商業、②映画・演劇業、③保健衛生業、④接客娯楽業の事業場

（特例措置対象事業場）については、１日８時間、週44時間とされています。 
 また、休日は少なくとも週１日または４週間を通じて４日（法定休日）を与えなければなりません。 
変形労働時間制を採用した労働時間の設定方法については、次頁を参考にしてください。 

 

 

 労働者に時間外労働または休日労働を行わせるには、「何時間まで延長できるとするか」を労使で協定した
『時間外・休日労働に関する協定（36協定）』（様式９号）※の届け出が事前に必要です。労働基準監督署長に届
け出ない限り、違法な残業となってしまいます。 
 時間外労働の上限は、原則として月 45時間・年間360時間（３か月を超える１年単位変形労働時間制の場合は
月42時間・年320時間）で、臨時で特別な事情がなければ、これを超えることはできません。 
また、時間外労働と休日労働の合計時間数は単月で100時間未満、２～６か月の月平均80時間以内でなければ

なりません。 
臨時な特別な事情があって労使が合意する場合は「特別条項付き協定」（様式９号の２）※で協定しますが、時

間外労働は年720時間以内、原則である月 45時間を超えることができる月数は年６回以内です。 

☑ 「建設業」、「自動車の運転業務」、「医師」については、それぞれの実情に合わせて下表の上限規制が令和６
年４月１日から適用され、それぞれの 36協定届の様式は右欄のとおりです。 

上限規制の内容 36協定届の様式 

建
設
業 

前述の上限が適用されますが、災害時における復旧及び復興の事業に限

っては、 時間外労働と休日労働の合計時間数の「単月で100時間未満」と

「２～６か月の月平均80時間以内」との規制は適用されません。 

限度時間内で行わせる場合 
第9号の3の2 

限度時間を超えて行わせる場合 
      第9号の3の3 

自
動
車 

運
転
業
務 

時間外労働を年960時間以内とする上限規制が適用されます。 

さらに、上限規制の適用に併せて改正された「自動車運転者の労働時間

等の改善のための基準」(改善基準告示)（平成元年 2月 9日労働省告示第

7号） が、令和6年 4月1日から適用されています。 

限度時間内で行わせる場合 
第9号の3の4 

限度時間を超えて行わせる場合 
      第9号の3の5 

医
師 

時間外及び休日労働の合計時間数を年960時間以内、月100時間未満（例

外あり）とする上限が適用されます。 

これを Ａ水準とし、改正医療法に基づく特定労務管理対象機関制度によ

り、地域医療の確保などの必要からやむを得ずこの Ａ水準を上回る時間

外・休日労働を行わせる必要がある場合は、その理由に応じて、都道府県知

事から指定を受けることによって、上限時間は年1,860時間になります。 

限度時間内で行わせる場合 
第9号の4 

限度時間を超えて行わせる場合 
      第9号の5 

☑ 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。 

※ 36協定届の様式の種類や様式 9号、9号の2（特別条項付き協定）の記載例をまとめた「知っておきたい 36
協定届」を山口労働局ホームページに掲載していますので参考にしてください。 

 

 

 

 労働時間を適切に管理するに当たり、労働者が単に何時間働いたかを把握するのではなく、タイムカード等に
より労働日ごとの実際の始業・終業時刻を確認してその日の労働時間数を確定してください（５年間保存（当分
の間、３年））。これにより、必要な割増賃金の支払いのほか、過重な労働を抑えることが必要です。 
 

 

 

☑ 使用者には労働時間を適切に管理する責務がありますが、やむを得ず労働者からの自己申告によって労働時
間を管理する場合には、割増賃金の未払いや長時間労働とならないよう、次のことに注意が必要です。  

① 適正な自己申告を行うよう、労働者に対して十分な説明を行うこと 
② 自己申告が実態と合致しているか、定期的に実態調査を行うこと 
③ 適正な自己申告を阻害する要因を確認し、改善を図ること 

☑ 把握した労働時間数（時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数）は、労働者ごとに作成する賃
金台帳に、賃金の支払の都度、記入しなければなりません。（５年間保存（当分の間、３年）） 

 

Ⅱ  労働時間について 

 Point 1 法定の労働時間・休日（ 労働基準法第 32条、第 40条、第 35条 ） 

Point 2 時間外労働・休日労働に関する協定（３６「さぶろく」協定）（ 労働基準法第 36条 ） 

Point 3 適切な労働時間管理（ 労働基準法第108条 ） 
～労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン～ 

使用者が自ら現場で確認 

タイムカードなどの客観的な記録 
始業・終業時刻の確認・記録 

❸ 



 

～ 変形労働時間制を採用した労働時間の設定について ～ 

業種等によっては業務の繁閑等があるため、前述の Point1 ように 1年間の全ての日を 8 時間以内、全ての週
を40時間以内とする労働時間制を採用することが困難な場合もあります。 
このような場合、労働基準法では業務の繁閑等によって労働時間が特定の日に 8時間を超えていても、また、

特定の週に 40時間を超えていても、例えば、祝日、ゴールデン・ウィーク、盆休、年末年始休暇等のある週の労
働時間が短くなることから、一定の期間を平均して 1週間40時間以内になることを条件に、これを認めた「1か
月単位の変形労働時間制」や「1年単位の変形労働時間制」などの変形労働時間制を定めています。 

 

１．１か月単位の変形労働時間制（労働基準法第 32条の２） 

 １か月以内の一定の期間（変形期間）を平均し、１週間の労働時間を 40時間（特例措置対象事業場は 44
時間) 以下となるよう設定する制度です。就業規則または労使協定で「対象労働者の範囲」、「労働日及び労
働日ごとの労働時間」、「変形期間及び起算日」、協定の場合はその「有効期間」を定めます。（労使協定によ
る場合は監督署に届け出（様式第３号の２）ますが、常時 10 人以上を使用する事業場では就業規則に規定
することも必要です。） 

☑ 変形期間は「１か月以内」の期間です。（例えば１か月、４週間、２週間など） 

☑ 変形期間を平均した１週間当たりの労働時間は法定労働時間以内でなければなりません。 

 

 

 

 

☑ 各変形期間中の労働日や各日の労働時間が一定でない場合には、労働日や所定労働時間をシフト表など
によって具体的に特定して、変形期間の開始前までに、労働者に周知してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．１年単位の変形労働時間制（労働基準法第 32条の４） 

 １年以内の一定の期間（変形期間）を平均し、１週間の労働時間を 40 時間（特例措置対象事業場におい
ても 40 時間）以下とする制度です。労使協定により「対象労働者の範囲」、「労働日及び労働日ごとの労働
時間」、「変形期間及び起算日」、「協定の有効期間」などを締結して所轄労働基準監督署への届け出 （様式第
４号）※が必要です。（常時10人以上を使用する事業場では就業規則の規定も必要です。） 

☑ 変形期間は「１か月を超え１年以内」の期間です。（例えば１年、６か月、３か月）  

☑ 変形期間を平均した１週間当たりの労働時間は40時間以内でなければなりません。 

 

 

 

 

☑ 労働時間の限度は、１日10時間、１週52時間までです。  

☑ 変形期間が３か月を超える場合、さらに次のいずれにも該当する必要があります。 

① 労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が３以下であること 
② 変形期間をその初日から３か月ごとに区分した各期間において、労働時間が 48時間を超える週の初

日の数が３以下であること 

☑ 労働日数の限度は、変形期間が３か月を超える場合、１年当たり280日です。  

☑ 連続して労働する日数は、原則、最長６日までです。 

※ 「1 年単位の変形労働時間制に関する協定届の記入例と留意事項」を山口労働局ホームページに掲載してい
ますので参考にしてください。 

 

【ある月の変形制の例】 

   通常、月末は忙しい反面、月初めと月半ばが比較的暇である場合、その繁閑に合わせて労働日や労働

時間を設定して、１週間当たりの平均労働時間を 40時間以下とする場合（31日の月の例） 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 週労働時間

１日～７日 6 6 休 8 8 8 休 36
８日～14日 6 8 8 8 休 8 休 38
15日～21日 6 8 休 8 8 8 休 38
22日～28日 休 8 8 休 10 8 10 44
29日～31日 8 10 休 18

1週間当たりを計算してみると 

174時間÷31/7＝39.2時間 

となるので法定労働時間をクリア 

 

 
変形期間の暦日数 

７ 
変形期間の所定労働時間数 ÷  ≦ 40時間または44時間（法定労働時間） 

労働時間の合計 174時間 

 

 
変形期間の暦日数 

７ 
変形期間の所定労働時間数 ÷  ≦ 40時間（法定労働時間） 
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 休憩時間とは、労働者が労働から離れることを権利として保障されている時間のことです。 
 １日の労働時間が６時間を超える場合は 45分以上、８時間を超える場合は１時間以上、所定労働時間の①途中
に、②一斉に与え、③自由に利用させることが原則です。 

☑ 休憩時間中に受ける電話や来客対応等のために待機する、いわゆる手待時間は休憩時間ではなく、労働時間
になります。 

☑ 決まった休憩が取得できずに労働した場合は、他の時間帯に与える必要があります。 
 

 

 

 

 労働者が入社後、①６か月間継続勤務し、②所定労働日の８割以上出勤した場合には 10日の有給休暇を与え、
その後、８割以上の出勤率を要件にしながら勤続年数に応じて次表の年次有給休暇を与えなければなりません。 
 短時間労働者（パートやアルバイト）などの所定労働日数が少ない労働者、管理監督者に対しても、年次有給
休暇を与える必要があります。  

☑ 所定労働日の８割以上の出勤率の計算方法は、次式で行います。 

          出勤日※  ÷ 所定労働日（暦日－所定休日） ≧ ８割 

※ 出勤日について、労働災害による休業期間、育児介護休業期間、産前産後休業期間、年次有給休
暇を取得した期間は、出勤したものとして取り扱います。 

～ 年次有給休暇の付与日数 ～ 

勤続年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上 

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 

週の所定労働時間が 30時間未満で、①所定労働日数が4日以下、または②年間216日以下の労働者 

週所定 

労働日数 

年所定 

労働日数※ 

勤続年数 

6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上 

4日 169-216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 

3日 121-168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 

2日 73-120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 

1日 48-72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 

 
☑ 年次有給休暇は「会社の承認により与える」という性格のものではなく、労働者が年次有給休暇を指定し

た時季に与えられるものですが、年10日以上の年次有給休暇付与される労働者（上記の表の太枠で囲った部

分）に対し、付与日数（繰り越し分を含む）のうち年５日については、付与後１年以内に使用者が取得時季

を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません（取得時季指定義務）。 

なお、労働者が自ら請求・取得した日数（原則の方法）や計画的年休で取得する日数については時季指定

義務の５日から控除する必要があります。すなわち、こうした方法で５日に達した時点で使用者は時季を指定

する必要はなく、また指定することもできないことになる等について注意が必要です。 

☑ 年次有給休暇の取得を認めることにより、事業の正常な運営を妨げることとなる場合には、労働者に対し

て別の日に取得するように求めることができますが（これを「時季変更権」といいます。）、単に業務多忙、

代替労働者がいない等の理由は、事業の正常な運営を妨げる場合にはあたりません。 

☑ 労働者が年次有給休暇を取得した日については、①所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、②

平均賃金（直前の賃金締切日以前３か月間の賃金総額から算出した 1 日平均賃金額）、③健康保険法に定める

標準報酬日額に相当する賃金（労働者代表との協定がある場合）のうち、いずれかにより支払わなければなり

ません。 

☑ 使用者は、労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」※を作成し、５年間保存（当分の間、３年）しなければなり

ません。 

※「年次有給休暇管理簿（様式）」を山口労働局ホームページに掲載していますので参考にしてください。 

 

Ⅲ  休憩について 

 Point  休憩（ 労働基準法第 34条 ） 

Ⅳ  年次有給休暇 について  

Point  年次有給休暇（ 労働基準法第 39条 ） 

※ 週以外の期間によって労働日数が定められている場合 
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 所定労働日に会社側の都合により労働者を休業させた場合、その休業させた日について、平均賃金（直前の賃
金締切日以前３か月間の賃金総額をその総日数で除して算出した１日当たりの賃金額）の６割以上の手当（休業
手当）を支払わなければなりません。 
 

 

 

 

 労働者を雇い入れたときや契約期間満了後に契約を更新する場合には、賃金、労働時間等の労働条件を書面の
交付により明示※しなければなりません。 

☑ 雇い入れ後の就業の場所や従事業務の明示に加えて、令和６年４月からはこれらの変更の範囲も明示するこ
とになりました。 

☑ パートタイム労働者については、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」についても
書面の交付等により明示しなければなりません。 

また、雇用期間の定めのある契約（例えば３か月や１年などの有期労働契約）については、契約更新の繰り返
しにより一定期間雇用を継続したものの、突然、契約更新をせずに期間満了をもって退職させる等のいわゆる「雇
止め」をめぐるトラブルが問題となっています。 
さらに、有期契約労働者の無期契約化を図り、雇用を安定させることを目的として、労働契約法により、有期

契約の更新によって契約期間が通算５年を超えることになる場合には、その契約期間の末日までに労働者から申
込みをすることにより（無期転換申し込み権）、当該労働契約の期間の翌日から期間の定めのない労働契約に転換
されます。これを「無期転換ルール」といいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～ 無期転換ルールの特例 ～ 
無期転換申し込み権の発生までの期間（５年）を延長する特例があります。例えば、有期雇用特別措置法

による特例の対象労働者について、都道府県労働局長の認定を受けた事業主は、高度専門職の場合は５年を
超え特定有期業務の完了までの期間（第一種計画認定）、定年後の高齢者の場合は定年後引き続いて雇用され
ている期間（第二種計画認定）は無期転換申込権が発生しません。 

☑ 雇用期間の定めのある契約（例えば３か月や１年などの有期労働契約）においては、更新の有無、更新があ
る場合の更新の判断基準の明示のほか、令和６年４月からは更新回数や更新通算契約期間の上限がある場合は
これについても明示することになりました。 

☑ 令和６年４月からは通算５年を超えた有期契約を更新するタイミングの都度、労働者に無期転換を申し込む
ことができることを明示することになりました。 

  加えて、無期転換後の労働条件（これまでの有期労働契約の労働条件から変更の有無、変更がある場合はそ
の変更の内容）についても明示※することが必要です。 

※  末尾のモデル労働条件通知書（一般労働者用；常用、有期雇用型）（無期転換後の労働条件）を参考にして
ください。 

 

 
 常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が必要です。就業規
則は労働条件の具体的な内容を定めるものですから、実状にあったものを作成してください。 
 常時10人以上の労働者には、パートタイム労働者等も含めて数えます。 

☑ 就業規則を労働基準監督署へ届け出る場合は、労働者代表が就業規則への意見を事業主に対して記した書面
（意見書といいます。）を添付することが必要です。 

 

Ⅵ 労働条件の明示について 

 Point 1 労働条件通知書の交付（ 労働基準法第 15条 ） 

Point 2 就業規則の作成（ 労働基準法第 89条、第 90条、第 92条 ） 

Point  休業手当（ 労働基準法第 26条 ） 

Ⅴ 休業について  

更
新 

更
新 

更
新 

雇
用 

更
新 申込み 

１年 無期労働契約 

 

1年 １年 

 

無期労働契約 

 

１年 １年 １年 １年 

R3.4     R4.4     R5.4     R6.4     R7.4     R8.4      R9.4     R10.4    R11.4 

     通算5年を超える 

１年 

 

申込み 

更
新 

無期転換申し込みをしなかった労働者は、

次のタイミングでも申し込みができます。 
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 就業規則は、次の方法などで労働者に通知してください。 
① 常時、事業場内の各作業場ごとに掲示し、または備え付ける 
② 就業規則を労働者に交付する 
③ 電子的データとして記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できるパソコン

などの機器を設置する 

 

 

 

 

 使用者の一方的な意思表示により労働契約を終了させることを解雇といいますが、労働基準法上の制限のほか
に、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないと判断される解雇は、権利の濫用に当
たるとして労働契約法の規定により無効となります。 

 特に、有期労働契約の場合には、期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断され、
やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇することはできません。 

☑ 労働基準法上、解雇ができないこととなっている場合は以下のとおりです。 
① 業務上の傷病による療養のための休業期間及びその後 30日間の解雇 
② 産前産後の休業期間及びその後 30日間の解雇 

☑ 整理解雇については、労働者を解雇する前に解雇を回避するための方策を尽くすことが必要であり、さらに、 
① 人員削減の必要性 
② 解雇回避努力 
③ 人選の合理的な選定基準 
④ 協議等手続の適法性 

が問われますので、慎重な判断、対応が必要です。経営悪化だけの理由では認められないことがあります。 

☑ 懲戒解雇は従業員が極めて悪質な規律違反や非行を行ったときに行う懲戒処分であって、特に慎重な判断
が求められます。また、就業規則や労働契約書にその要件を具体的に明示しておくことが必要です。 

  

 

やむを得ず労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前までに予告する必要があります。  
 予告を行わない場合には、解雇までの日数に応じた解雇予告手当を支払う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

退職にあたって、労働者が使用期間、業務の種類などについて証明書を請求したときには、使用者は遅滞なく
「退職証明書」を交付しなければなりません。 
 労働者が、解雇の予告をされた日から退職の日までの間に解雇の理由について証明書を請求したときにも、使
用者は遅滞なく「解雇理由証明書」を交付しなければならないことになっています。 

☑ 退職証明書、解雇理由証明書には、労働者が請求しない事項を記載してはいけません。 

 

Point 3 就業規則の労働者への周知（ 労働基準法第 106条 ） 

Ⅶ  労働契約の終了（解雇・雇止め・退職）について 

Point 1 労働契約の終了（ 労働契約法第 16条・第 17条、労働基準法第 19条 ） 

Point 3 退職時の証明（ 労働基準法第 22条 ） 

  労働者の過半数を代表する者について（労働基準法施行規則第６条の２） 

就業規則への意見聴取や 36 協定などの労使協定の締結の際に必要な「労働者の過半数を代表する
者」とは、次のいずれにも該当する者でなければなりません。 

① 監督または管理の地位にある者でないこと 
② 労使協定を締結する者を選出すること等その目的を明らかにして実施される投票、
挙手などの方法による手続きにより選出された者であること 

Point 2 解雇予告手当（ 労働基準法第 20条 ） 

  「雇止め」について（有期労働契約の締結、更新及び雇止めに課する基準） 

更新する可能性があるとしていた有期労働契約を更新しないこととすることを「雇止め」といいます
が、あらかじめ更新しない旨を明示している場合を除き、３回以上更新していたり、更新によって 1年
を超えて継続雇用している労働者に対して、その契約を更新しない場合には、少なくとも 30日前までに
予告する必要があります。 
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 健康診断は、常時使用する労働者に対して、①雇入れたとき、②その後毎年１回、定期的に実施しなければ
なりません。また、深夜業等を含む特定業務従事者については、①当該業務に配置となったとき、②その後 6か
月に１回、定期的に健康診断が必要です。 

☑ 短時間労働者（パートタイム労働者等）についても、①１年以上雇用し、②１週間の所定労働時間が同種
の業務に従事する通常の労働者の４分の３以上の場合には同様に、毎年１回の健康診断が必要です。 

 

 

 長時間労働による疲労の蓄積が長期間にわたる場合は、脳血管疾患や虚血性心疾患を発症させる誘因となるこ
とが証明されています。時間外労働が月 45時間を超えて長くなるほど健康障害のリスクは高まり、月 100時間
以上の場合または月80時間以上が２～６か月にわたる場合、発症と業務の関連性は強いと判断されます。 
 過重労働による健康障害を防止するためには、①労働時間の適正な把握に努め、②時間外・休日労働を月45
時間以下とするとともに、③年次有給休暇の取得促進のほか、④健康診断実施の徹底と、⑤長時間労働を行った
労働者（時間外・休日労働が１月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者）に対する医師の面

接指導が必要です。 

 

 

 

 

 

 

事業者には、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成・促進する労働契
約上の義務があり、職場から危険・有害な危険因子をみつけて事前に取り除く措置を講じる必要があります。 
その手法として、ＫＹ（危険予知）活動などにより気が付く危険箇所を洗い出し、具体的な対策を行っていっ

たり、この危険因子による災害発生の可能性（頻度）や発生した場合の重篤性から措置すべき優先度を付けて対
策していくリスクアセスメントという手法もあります。これらは製造現場のみならず、サービス業や事務所にお
いても活用できます。 

 

 

 労働者の業務上の災害は、使用者に無過失責任による補償責任が生じます。労災保険は、この補償（治療に
必要な費用、療養のため休業する間の賃金補償など）を事業主に代わって行い、パート、アルバイト等の雇用形
態に関わらず、労働者を１人でも使用する事業には、原則としてすべて適用されます。 

☑ 労災保険による休業補償は、休業４日目からの支給となります。従って、休業３日目までは使用者が補償
することになります。 

☑ 労働災害で医療機関に受診する際は、正確な災害発生状況を医師に伝えてください（労災保険以外の他保
険を使うことはできません。）。 

☑ 療養のため休業が必要な労働災害、死亡災害は、労災補償手続きとは別に電子申請により労働者死傷病報
告を遅滞なく労働基準監督署長に提出しなければなりません（４日未満の休業災害は３か月毎にまとめて報告
することになっています。）。 

☑ パート等の名称に関わらず、①１週間の所定労働時間が20時間以上、かつ②31日以上の雇用見込みの労
働者は、事業所規模に関わりなく、原則としてすべて雇用保険が適用されます。 

（R8.3） 

Ⅷ  健康管理について 

Point 1 健康診断の実施（ 労働安全衛生法第 66条、労働安全衛生規則第 43、44、45条ほか ） 

Point 2 長時間労働による健康障害の防止 

Ⅹ  労働災害補償等について（労働者災害補償保険法、雇用保険法ほか） 

Ⅸ  労働災害防止について 

 労働時間・賃金、健康対策や労災保険などについては最寄りの労働基準監督署へ、雇

用保険についてはハローワークへお気軽にお問い合せください。 

下関労働基準監督署  083-266-5476  岩国労働基準監督署  0827-24-1133 
宇部労働基準監督署  0836-31-4500  山口労働基準監督署  083-922-1238 
徳山労働基準監督署  0834-21-1788  萩労働基準監督署   0838-22-0750 
下松労働基準監督署  0833-41-1780 

労働時間の状況の把握について（安衛法第 66条の８の３、安衛則第 52条の７の３第１項、第２項） 

事業者は、労働者の健康確保措置を適切に実施する観点から、タイムカードによる記録、パーソナ
ルコンピュータ等の電子計算機の使用時間ログインからログアウトまでの時間の記録等の客観的な方
法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません 。 
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モデル労働条件通知書（一般労働者用；常用、有期雇用型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 

              殿 

事業場名称・所在地 

使 用 者 職 氏 名 

契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（  年  月  日～  年  月  日） 

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 

１ 契約の更新の有無 

 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（  ）] 

２ 契約の更新は次により判断する。 
  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力 
  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 

・その他（                              ） 

３ 更新上限の有無（無・有（更新  回まで／通算契約期間  年まで）） 
【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が５年を超える有期労働契約の締結の場合】 

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約（無期労働契約）の締結の申込みをすることにより、本
契約期間の末日の翌日（ 年 月 日）から、無期労働契約での雇用に転換することができる。この場合の本契約
からの労働条件の変更の有無（ 無 ・ 有（別紙のとおり）） 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】 
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者） 
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（   年  か月（上限10年）） 
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

就業の場所 （雇入れ直後）           （変更の範囲） 

従事すべき 

業務の内容 

（雇入れ直後）           （変更の範囲） 

 
 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】 
・特定有期業務（            開始日：    完了日：    ） 

始業、終業の時刻、

休憩時間、就業時転

換((1)～(5)のうち

該当するもの一つに

○を付けること。)

、所定時間外労働の

有無に関する事項 

１ 始業・終業の時刻等 

 (1) 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

 【以下のような制度が労働者に適用される場合】 

 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の組み合

わせによる。 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。 

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業） 時 分から  時 分、 

（終業） 時 分から  時 分、 

                     ｺｱﾀｲﾑ         時 分から  時 分） 

 (4) 事業場外みなし労働時間制；始業（ 時 分）終業（ 時 分） 

 (5) 裁量労働制；始業（ 時 分） 終業（ 時 分）を基本とし、労働者の決定に委ねる。 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有 ， 無 ） 

休   日 ・定例日；毎週  曜日、国民の祝日、その他（         ） 
・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ） 
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→     日 
         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無） 
         → か月経過で  日 
         時間単位年休（有・無） 
２ 代替休暇（有・無） 
３ その他の休暇 有給（          ） 
         無給（          ） 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

（次頁に続く）  
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賃   金 １ 基本賃金 イ 月給（     円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 時間給（    円）、 

       ニ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ホ その他（     円） 

       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等 

 

２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

    ハ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ニ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

    イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（   ）％ 

              月６０時間超 （   ）％ 

          所定超 （   ）％ 

  ロ 休日 法定休日（   ）％、法定外休日（   ）％ 

  ハ 深夜（   ）％ 

４ 賃金締切日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

５ 賃金支払日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

６ 賃金の支払方法（            ） 

 ７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ）） 

８ 昇給（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

９ 賞与（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

10 退職金（ 有（時期、金額等        ） ， 無 ） 

 

 

退職に関する事項 １ 定年制 （ 有 （  歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無 ） 

３ 創業支援等措置（ 有（  歳まで業務委託・社会貢献事業） ， 無 ） 

４ 自己都合退職の手続（退職する  日以上前に届け出ること） 

５ 解雇の事由及び手続 

 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 

・中小企業退職金共済制度 

（加入している ， 加入していない） （※中小企業の場合） 

・企業年金制度（ 有（制度名           ） ， 無 ） 

・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 

  部署名       担当者職氏名        （連絡先         ） 

・その他（                                  ） 
 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。 
  
 労働契約法第18条の規定により、有期労働契約（平成25年4月1日以降に開始するもの）の
契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者から申込みをす
ることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換され
ます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合は、無期転換申込権の発生
については、特例的に本通知書の「契約期間」の「有期雇用特別措置法による特例の対象者
の場合」欄に明示したとおりとなります。 
 

以上のほかは、当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法（             ） 

※ 本通知書の交付は、労働基準法第１５条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の

改善等に関する法律（パートタイム・有期雇用労働法）第６条に基づく文書の交付を兼ねるものであること。 

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 
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（無期転換後の労働条件） 

 

労働条件通知書（別紙） 

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約（無期労働契約）の締結の申込みをしたときに成立

する無期労働契約の労働条件は、次のとおりです。 

                                                                年  月  日 

              殿 

事業場名称・所在地 

使 用 者 職 氏 名 

契約期間 期間の定めなし 

就業の場所 （雇入れ直後）           （変更の範囲） 

従事すべき 

業務の内容 
（雇入れ直後）           （変更の範囲） 

始業、終業の時刻、

休憩時間、就業時転

換((1)～(5)のうち

該当するもの一つに

○を付けること。)

、所定時間外労働の

有無に関する事項 

１ 始業・終業の時刻等 

 (1) 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

 【以下のような制度が労働者に適用される場合】 

 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の組み合

わせによる。 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。 

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業） 時 分から  時 分、 

（終業） 時 分から  時 分、 

                     ｺｱﾀｲﾑ         時 分から  時 分） 

 (4) 事業場外みなし労働時間制；始業（ 時 分）終業（ 時 分） 

 (5) 裁量労働制；始業（ 時 分）終業（ 時 分）を基本とし、労働者の決定に委ねる。 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有 ， 無 ） 

休   日 ・定例日；毎週  曜日、国民の祝日、その他（         ） 

・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ） 

・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→     日 

         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無） 

         → か月経過で  日 

         時間単位年休（有・無） 

２ 代替休暇（有・無） 

３ その他の休暇 有給（          ） 無給（          ） 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

（次頁に続く） 
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賃   金 １ 基本賃金 イ 月給（     円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 時間給（    円）、 

       ニ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ホ その他（     円） 

       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等 

 

 

 

 

２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

    ハ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ニ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

    イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（   ）％ 

              月６０時間超 （   ）％ 

          所定超 （   ）％ 

  ロ 休日 法定休日（   ）％、法定外休日（   ）％ 

  ハ 深夜（   ）％ 

４ 賃金締切日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

５ 賃金支払日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

６ 賃金の支払方法（            ） 

 ７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ）） 

８ 昇給（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

９ 賞与（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

10 退職金（ 有（時期、金額等        ） ， 無 ） 

 

 

退職に関する事項 １ 定年制 （ 有 （  歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無 ） 

３ 創業支援等措置（ 有（  歳まで業務委託・社会貢献事業） ， 無 ） 

４ 自己都合退職の手続（退職する  日以上前に届け出ること） 

５ 解雇の事由及び手続 

 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 

・中小企業退職金共済制度（加入している ， 加入していない）（※中小企業の場合） 

・企業年金制度（ 有（制度名           ） ， 無 ） 

・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 

  部署名       担当者職氏名        （連絡先         ） 

・その他 

 

以上のほかは、当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法（             ） 

※ 本通知書の交付は、労働基準法第１５条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の

改善等に関する法律（パートタイム・有期雇用労働法）第６条に基づく文書の交付を兼ねるものであること。 

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 
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①「該当労働者数」 

1 年単位の変形労働時間制のもと

で就労する労働者数を記入します。 

 

ある 

1日 9時間又は 1週 48時間を超える所定労働時間を設定するか否か 

1年当たり 280日が限度です。 

「280日」と「旧協定の 1年当たりの所定労働日数から 1日を差し引い

た日数」を比較し、少ない方の日数が限度です。 

1日又は 1週の最長の所定労働時間を旧協定より延長するか否か 

旧協定があるか否か 

( フロー図 ) 

ない 

⑨「労働時間が 48時間を超える週の最長連続週数」 

1 週 48 時間を超える労働時間を設定した週が連続 3 週以内であるこ

とが必要です。 

  

⑯協定届と協定書への押印について 

令和 3年 4月 1日以降の届出に押

印は必要ありませんが、協定書につ

いては、引き続き、署名又は記名押

印など労使双方の合意が明らかと

なる方法で締結してください。 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

  

 

 

 

1年単位の変形労働時間制に関する協定届の記入例と留意事項

②「対象期間及び特定期間」（起算日） 

イ 1 年単位の変形労働時間制とす

る対象期間とその起算日（初日）

を記入します。 

ロ 特定期間（対象期間中の特に業

務が繁忙な時期）を定めた場合

は、その期間を記入します。 

 

③「対象期間中の各日及び各週の労働

時間並びに所定休日」 

裏面を参考に、下記項目について

労使協定を作成してください。 

イ  勤務時間（始業・終業時刻、休

憩時間） 

ロ  対象期間及びその起算日 

ハ  所定休日（所定休日を示した年

間カレンダーを添付することで

わかりやすくなります。） 

ニ  対象となる労働者の範囲 

ホ 賃金の清算 

へ 特定期間がある場合は、その期

間を記入します。 

ト 有効期間 

⑤「協定の有効期間」 

1年以内の有効期間を記入します。 

⑥「労働時間が最も長い日の労働時間

数」 

イ 1 日の最長所定労働時間数を記

入します。 

ロ 1日 10時間が限度です。 

⑦「労働時間が最も長い週の労働時間

数」 

イ 1 週の最長所定労働時間数を記

入します。 

ロ 1週 52時間が限度です。 

様式第 4号（第 12 条の 4第 6 項関係） 

  1年単位の変形労働 時間制に関する協定届   

事業の種類 事業の名称  事業の所在地（電話番号） 常時使用する労働者数 

金属製品製造業 ○○金属工業株式会社○○工場 ○○市  ○○町 1-2-3 (○○○-○○○-○○○○) 350 人 

①該当労働者数 
(満 18 歳未満の者) 

②対象期間及び特定期間 
(起算日) 

③対象期間  中の各日及び各   
週の労働時間  並びに所定休日 

④対象期間中の 1 週間の 
平均労働時間数 

⑤協定の有効期間 

280 人 
(     人) 

対象期間：1 年間（令和○年 4 月 1 日) 
特定期間：令和○年 6 月 1 日～ 

令和○年 7 月 31 日 

    (別紙) 40 時間 00 分 
令和○年 4 月 1 日 

から 1 年間 

⑥労働時間が最も長い日の
労働時間数 

（満 18 歳未満の者） 

8 時間 00 分 
(  時間  分) 

⑦労働時間が最も  長い週
の労働時間数 

（満 18 歳未満  の者） 

48 時間 00 分 
（  時間  

分） 

⑧対象期間中の
総労働日数 

260 日 

⑨労働時間が 48 時間を超える週の最長
連続週数 0 週 ⑩対象期間中の最も長い連続労働日数 6 日間 

⑪対象期間中の労働時間が 48 時間を超
える週数 0 週 ⑫特定期間中の最も長い連続労働日数 11 日間 

 

⑬旧協定の対象期間 令和○年 4 月 1 日から 1 年間 ⑬旧協定の労働時間が最も長い日の労働時間数 9 時間 00 分 

⑬旧協定の労働時間が最も長い週の労働
時間数 

48 時間 00 分 ⑬旧協定の対象期間中の総労働日数 280 日 

 

⑭協定の成立年月日  令和○年 3 月 12 日 

協定の当事者である労働組合(事業場の労働者の過半数で組織する労働組合  )の名称又は労働者の過半数を代表する者の 

協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法（投票   による選挙    ） 
 

上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合で   ある又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働 

者の過半数を代表する者であること。☑チエックボックスに要チェック) 

上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第 41 条第 2 号に規定する監督又は管理   の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明ら 

かにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって使用者の意   向に基づき選出されたものでないこと。☑(チェックボックスに要チェック) 

 

令和〇年 3 月 15 日 

   山 口   労働基準監督署長 殿 

⑧「対象期間中の総労働日数」 

対象期間中の総労働日数を記入します。なお、対象期間が 3 ヵ月を超

える場合には、以下のとおり労働日数に限度が定められています。 

イ 対象期間が 1年の場合は、280日が労働日数の限度です。 

ロ 対象期間が 1年未満の場合は、次の計算式により計算した労 

日数が限度になります（小数点以下は切り捨てます。）。 

 

 

 

※うるう年のときも 365日で計算します。 

ハ 今回の協定で対象期間が 3 ヵ月を超え、旧協定（3 ヵ月を超える期

間を対象とした前回の協定）がある場合には右記フロー図による労

働日数が限度になります。 

対象期間中の暦日数 
280日 ×  

365日※ 

⑩「対象期間中の最も長い連続労働日数」 

連続する労働日数は 6日が限度です。 

⑪「対象期間中の労働時間が 48時間を超える週数」 

起算日から 3 ヵ月ごとに区切った各期間内において、1 週 48 時間

を超える週の初日の数が 3以内であることが必要です。 

  

⑫「特定期間中の最も長い連続労働日

数」 

イ 特定期間（対象期間中の特に業

務が繁忙な期間）を定めた場合に

限り記入します。 

ロ 最低でも 1週間に 1日の休日を

確保する必要があるため、連続労

働日数は 12日が限度です。 

⑬「旧協定の対象期間」・「旧協定の労

働時間が最も長い日の労働時間

数」・「旧協定の労働時間が最も長い

週の労働時間数」・「旧協定の対象期

間中の総労働日数」 

前回、所轄労働基準監督署長に届

け出た 1年単位の変形労働時間制に

関する協定届の内容を転記します。 

⑭「協定の成立年月日」 

有効期間の初日以前に成立させ

る必要があります。 

⑮「過半数代表者のチェックボック

ス」 

協定については、労働者の過半数

で組織する労働組合がある場合は

その労働組合と、労働者の過半数で

組織する労働組合がない場合は労

働者の過半数を代表する者と協定

してください。 

また、労働者の過半数を代表する

者は、労働基準法施行規則第 6条の

2 第 1 項の規定により、労働基準法

第 41 条第 2 号に規定する監督又は

管理の地位にある者でなく、かつ同

法に規定する協定等をする者を選

出することを明らかにして実施さ

れる投票、挙手等の方法による手続

により選出された者であって、使用

者の意向に基づき選出されたもの

でないことになっており、チェック

ボックスにチェックがない場合に

は有効な協定とはならないので、必

ずチェックしてください。 

④「対象期間中の 1週間の平均労働時

間数」 

 

 

 

の式から 1週間の平均労働時間数を

計算して記入します。 

 

対象期間中の総所定労働時間数 

対象期間中の暦日数 
×7日 

延長する 

設定する 

しない 

しない 

職名 検査課主任 
氏名  山田 花子 ⑯ 

⑮ 

使用者 職名 工場長 
氏名  田中 太郎 

⑯ 

⓲ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の種類 事業の名称 事業の所在地（電話番号） 協定の有効期間 

金属製品製造業 〇〇金属工業株式会社 〇〇工場 
（〒〇〇〇-〇〇〇〇） 

〇〇市〇〇町１－２  －３    （電話番号：〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇） 
〇〇年 4 月 1 日から 1 年間 

 

 

 

 

時 

間 

外 

労 

働 

 

 

 
時間外労働をさせる 

必要のある具体的事由 
業務の種類 

労働者数 

（満 18歳 

以上の者） 

所定労働時間 

（１日） 

（任意） 

延長することができる時間数 

 

 

１日 

１箇月 

（①については 45 時間まで、 

②については 42 時間まで） 

１年（①については 360 時間まで、

②については 320 時間まで） 

起算日 

(年月日) 
〇〇年 4 月 1 日 

法定労働 時間を 

 超える 時間数 

所定労働時間を

超 え る 時 間 数 

（任意） 

法定労働時間を

超 え る 時 間 数 

所定労働時間を

超 え る 時 間 数 

（任意） 

法定労働時間を

超 え る 時 間 数 

所定労働時間を

超 え る 時 間 数 

（任意） 

① 下記②に該当

しない労働者 

受注の集中 設計 10 人 7.5 時間 3  時間 3.5 時間 30 時間 40 時間 250 時間 370 時間 

製品不具合への対応 検査 10 人 7.5 時間 2  時間 2.5 時間 15 時間 25 時間 150 時間 270 時間 

臨時の受注、納期変更 機械組立 20 人 7.5 時間 2  時間 2.5 時間 15 時間 25 時間 150 時間 270 時間 
② １年単位の変

形労働時間制

により労働す

る労働者 

月末の決算事務 経理 5 人 7.5 時間 3  時間 3.5 時間 20 時間 30 時間 200 時間 320 時間 

棚卸 購買 5 人 7.5 時間 3  時間 3.5 時間 20 時間 30 時間 200 時間 320 時間 

          

休 

日 

労 

働 

 休日労働をさせる必要のある具体的事由 業務の種類 

労働者数 

（満 18歳 

以上の者） 

所定休日   （任意） 
労働させることができる 

法 定 休 日 の 日 数 

労働させることができる法定 

休日における始業及び終業の時刻 

受注の集中 設計 10 人    土日祝日 1 か月に 1 日 8：30～17:30 

臨時の受注、納期変更 機械組立 20 人    土日祝日 1 か月に 1 日 8：30～17:30 

上記で定める時間数にかかわらず､時間外労働及び休日労働を合算した時間数は､1箇月について 100  時間未満でなければならず､かつ 2 箇月から 6 箇月までを平均して 80時間を超過しないこと。☐ 

（チェックボックスに要チェック）  

労働保険番号 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
都道府県  所掌    管轄              基幹番号                枝番号        被一括事業場番号 

法人番号 □□□□□□□□□□□□□ 

時間外労働 

休 日 労 働 
に関する協定届 

様式第９号（第 16 条第１項関係） 

協定の成立年月日 〇〇〇〇年 ３月 １２日 

協定の当事者である労働組合（事業場の労働者の過半数で組織する労働組合）の名称又は   労働者の過半数を代表する者の 

協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法（ 投票による選挙  ） 

上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組  合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働

者の過半数を代表する者であること。 □ （チェックボックスに要チェック） 

上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第 41 条第 2 号に規定する監督又は   管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明ら
かにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって使用者  の意向に基づき選出されたものでないこと。 □ （チェックボックスに要チェック） 

 

〇〇〇〇年３月１５日                                           使用者 

〇〇労働基準監督署長 殿 

 

 
 

 

㋐「事業の名称」 

届出は、工場や支店、営業所などの

事業場単位で行ってください。 

３６協定届の記入と注意事項  本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用してください。 この場合、必要のある事項のみ記入することで差し支えありません。 

㋐ 

職名 検査課主任 

氏名 山田花子 

職名 工場長 

氏名 田中太郎 

㋓「時間外労働をさせる必要のある具

体的事由」 

業務の種類別に具体的に記入して

ください。 

㋔「業務の種類」 

時間外労働又は休日労働をさせる

必要のある業務を具体的に記入し、労

働基準法第 36 条第 6 項第 1 号の「健

康上特に有害な業務」（坑内労働ほか

労働基準法施行規則第 18条に 10の業

務が定められており、この業務につい

ては労働時間の延長は 1 日について 2

時間を超えてはなりません。）につい

て協定をした場合には、当該業務を他

の業務と区別して記入してください。 

なお、業務の種類を記入するに当た

っては、業務の区分を細分化すること

により当該業務の範囲を明確にしな

ければならないことに留意してくだ

さい。 

㋑「労働保険番号」「法人番号」 

労働保険番号・法人番号（13 桁）を

記入してください。 

㋒「協定の有効期間」 

この協定が有効となる期間を定め

て記入してください。1 年間とするこ

とが望ましいです。 

㋕「労働者数（満 18歳以上の者）」 

時間外労働又は休日労働をさせる

ことができる労働者の数を記入して

ください。 

㋖「延長することができる時間数」 

1日、1箇月、1年毎に、法定労働時間を超えて延長する時間数を定めてください。 

所定労働時間を超えて延長する時間数の記載は任意です。 

時間数は労働基準法第 32 条から第 32 条の 5 まで又は第 40 条の規定により労働させることができる最長の労働時

間（以下「法定労働時間」といいます。）を超える時間数を記入してください。 

㋗「１日」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であって、1日についての延長することが

できる限度となる時間数を記入してください。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合におい

ては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができます。 

㋘「１箇月」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であって、「1 年」の欄に記入する「起

算日」において定める日から 1箇月毎についての延長することができる限度となる時間数を 45時間（対象期間が 3

箇月を超える 1年単位の変形労働時間制により労働する者については、42時間）の範囲内で記入してください。な

お、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入

することができます。 

㋙「１年」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であって、「起算日」において定める日か

ら 1年についての延長することができる限度となる時間数を 360時間（対象期間が 3箇月を超える 1年単位の変形

労働時間制により労働する者については、320 時間）の範囲内で記入してください。なお、所定労働時間を超える

時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができます。 

㋝「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」 

労働基準法第 35 条の規定による休日であって労働させることができる

日の始業及び終業の時刻を記入してください。 

㋞「上限規制のチェックボックス」 

チェックボックスは、労働基準法第

36 条第 6 項第 2 号及び第 3 号の要件

を遵守する趣旨のものです。 

「2 箇月から 6 箇月まで」とは、起

算日をまたぐケースも含め、連続した

2 箇月から 6 箇月までの期間を指すこ

とに留意してください。 

なお、チェックボックスにチェック

がない場合には有効な協定とはなら

ないので、必ずチェックしてくださ

い。 

㋟「過半数代表者のチェックボックス」 

協定については、労働者の過半数で

組織する労働組合がある場合はその

労働組合と、労働者の過半数で組織す

る労働組合がない場合は労働者の過

半数を代表する者と協定してくださ

い。 

また、労働者の過半数を代表する者

は、労働基準法施行規則第 6条の 2第

1項の規定により、労働基準法第 41条

第 2号に規定する監督又は管理の地位

にある者でなく、かつ同法に規定する

協定等をする者を選出することを明

らかにして実施される投票、挙手等の

方法による手続により選出された者

であって、使用者の意向に基づき選出

されたものでないことになっており、

チェックボックスにチェックがない

場合には有効な協定とはならないの

で、必ずチェックしてください。 

 

㋜「労働させることができる法定休日の日数」 

労働基準法第 35条の規定による休日（1週１休又は 4週 4休であること

に留意すること。）に労働させることができる日数を記入してください。 

㋛「1年単位の変形労働時間制により労働する労働者」 

労働基準法第 32条の 4の規定による労働時間により労働する労働者（対

象期間が 3 箇月を超える 1 年単位の変形労働時間制により労働する者に限

ります。）について記入してください。 

なお、延長することができる時間の上限は①の欄の労働者よりも短い（1

箇月 42時間、1年 320時間）ことに留意してください。 

 

― 様式第 9号 － 

㋚「起算日」 

延長することができる限度となる

時間数の 1年についての起算日を記入

してください。 

左欄の 1箇月の起算日についても、

この 1年の起算日から 1箇月毎に区切

っていきます。 

㋑ 

㋒ 

㋓ 
㋔ 

㋕ 

㋖ 

㋗  
㋙ ㋘ 

㋚ 

㋛ 

㋜ ㋝ 

㋞ 

㋟ 

㋠「協定書を兼ねる場合の労働者代表と使用者の押印」 

届出に押印は必要ありませんが、協定書を兼ねる場合は、引き続き、署名

又は記名押印など労使双方の合意が明らかとなる方法で締結してください。 

㋠ 

✔ 

✔ 

✔ 

㋠ 

⓳ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働保険番号 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
都道府県  所掌    管轄              基幹番号                枝番号        被一括事業場番号 

法人番号 □□□□□□□□□□□□□ 
事業の種類 事業の名称 事業の所在地（電話番号） 協定の有効期間 

金属製品製造業 〇〇金属工業株式会社 〇〇工場 
（〒〇〇〇－〇〇〇〇） 

 〇〇市〇〇町１－２  －３    （電話番号：〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇） 
〇〇年 4 月 1 日から 1 年間 

 

 

 

 

時 

間 

外 

労 

働 

 

 

 

時間外労働をさせる 

必要のある具体的事由 
業務の種類 

労働者数 

（満 18歳 

以上の者） 

所定労働時間 

（１日） 

（任意） 

延長することができる時間数 

 

１日 

１箇月 

（①については 45 時間まで、 

②については 42 時間まで） 

１年（①については 360 時間まで、

②については 320 時間まで） 

起算日 

(年月日) 
〇〇年 4 月 1 日 

法定労働  時間を 

 超える  時間数 

所定労働時間を

超える時間数 

（任意） 

法定労働時間を

超える時間数 

所定労働時間を

超える時間数 

（任意） 

法定労働時間を

超える時間数 

所定労働時間を

超える時間数 

（任意） 

① 下記②に該当

しない労働者 

受注の集中 設計 10 人 7.5 時間  3   時間 3.5 時間 30 時間 40 時間 250 時間 370 時間 

製品不具合への対応 検査 10 人 7.5 時間  2   時間 2.5 時間 15 時間 25 時間 150 時間 270 時間 

臨時の受注、納期変更 機械組立 20 人 7.5 時間  2   時間 2.5 時間 15 時間 25 時間 150 時間 270 時間 

          

 

② １年単位の変

形労働時間制

により労働す

る労働者 

月末の決算事務 経理 5 人 7.5 時間  3   時間 3.5 時間 20 時間 30 時間 200 時間 320 時間 

棚卸 購買 5 人 7.5 時間  3   時間 3.5 時間 20 時間 30 時間 200 時間 320 時間 

        
  

休 

日 

労 

働 

休日労働をさせる必要のある具体的事由 業務の種類 

労働者数 

（満 18歳 

以上の者） 

所定休日  （任意） 
労働させることができる 

法 定 休 日 の 日 数 
労働させることができる法定 

休日における始業及び終業の時刻 

受注の集中 設計 10 人      土日祝日 1 か月に 1 日 8：30～17:30 

臨時の受注、納期変更 機械組立 20 人      土日祝日 1 か月に 1 日 8：30～17:30 

上記で定める時間数にかかわらず､時間外労働及び休日労働を合算した時間数は､1箇月について 100  時間未満でなければならず､かつ 2 箇月から 6 箇月までを平均して 80時間を超過しないこと。☐ 

（チェックボックスに要チェック）  

時間外労働 

休 日 労 働  
に関する協定届 

様式第９号の２（第 16 条第１項関係） 

― 様式第 9号の 2 （1枚目） － 

 ３６協定届の記入と注意事項（特別条項を協定する場合）  本様式で記入部分が足りない場合 は同一様式を使用してください。この場合、必要のある事項のみ記入することで差し支えありません。 

㋐「事業の名称」 

届出は、工場や支店、営業所などの事

業場単位で行ってください。 

㋓「時間外労働をさせる必要のある具

体的事由」 

業務の種類別に具体的に記入してく

ださい。 

㋔「業務の種類」 

時間外労働又は休日労働をさせる必

要のある業務を具体的に記入し、労働

基準法第 36条第 6項第 1号の「健康上

特に有害な業務」（坑内労働ほか労働基

準法施行規則第 18 条に 10 の業務が定

められており、この業務については労

働時間の延長は 1 日について 2 時間を

超えてはなりません。）について協定を

した場合には、当該業務を他の業務と

区別して記入してください。 

なお、業務の種類を記入するに当た

っては、業務の区分を細分化すること

により当該業務の範囲を明確にしなけ

ればならないことに留意してくださ

い。 

 

㋕「労働者数（満 18歳以上の者）」 

時間外労働又は休日労働をさせるこ

とができる労働者の数を記入してくだ

さい。 

㋑「労働保険番号」「法人番号」 

労働保険番号・法人番号（13 桁）を記

入してください。 

㋒「協定の有効期間」 

この協定が有効となる期間を定めて

記入してください。1年間とすることが

望ましいです。 

㋞「上限規制のチェックボックス」 

チェックボックスは、労働基準法第

36条第 6項第 2号及び第 3号の要件を

遵守する趣旨のものです。 

「2箇月から 6箇月まで」とは、起算

日をまたぐケースも含め、連続した 2

箇月から 6 箇月までの期間を指すこと

に留意してください。 

なお、チェックボックスにチェック

がない場合には有効な協定とはならな

いので、必ずチェックしてください。 

㋛「1年単位の変形労働時間制により労働する労働者」 

労働基準法第 32 条の 4 の規定による労働時間により労働する労働者

（対象期間が３箇月を超える 1年単位の変形労働時間制により労働する

者に限ります。）について記入してください。 

なお、延長することができる時間の上限は①の欄の労働者よりも短い

（1箇月 42時間、1年 320時間）ことに留意してください。 

㋝「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」 

労働基準法第 35 条の規定による休日であって労働させることができ

る日の始業及び終業の時刻を記入してください。 

㋜「労働させることができる法定休日の日数」 

労働基準法第 35条の規定による休日（1週 1休又は 4週 4休であるこ

とに留意してください。）に労働させることができる日数を記入してく

ださい。 

～36協定の留意事項（指針）～ 

☆ 時間外労働・休日労働は必要最小限

にとどめてください。 

☆ 36 協定の範囲内であっても、労働

者に対する安全配慮義務を負うこと、

時間外･休日労働が 1 箇月におおむね

45時間を超えて長くなるほど、業務と

脳･心臓疾患の発症との関連性が徐々

に強まることに留意してください。 

☆ 限度時間（月 45時間・年 360時間）

を超えて労働させることができる場

合を定めるに当たっては、できる限り

具体的に定めてください。この場合、

限度時間にできる限り近づけるよう

努めてください。 

☆ 休日労働についても、その日数、時

間数をできる限り少なくするよう努

めてください。 

㋚「起算日」 

延長することができる限度となる時

間数の 1 年についての起算日を記入し

てください。 

左欄の 1 箇月の起算日についても、

この 1 年の起算日から 1 箇月毎に区切

っていきます。 

㋖「延長することができる時間数」 

1日、1箇月、1年毎に、法定労働時間を超えて延長する時間数を定めてください。所定労働時間を超えて延長する時

間数の記載は任意です。 

時間数は労働基準法第 32 条から第 32 条の 5 まで又は第 40 条の規定により労働させることができる最長の労働時間

（以下「法定労働時間」といいます。）を超える時間数を記入してください。 

㋗「１日」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であって、1 日についての延長することが

できる限度となる時間数を記入してください。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合におい

ては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができます。 

㋘「１箇月」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であって、「1年」の欄に記入する「起算

日」において定める日から 1箇月毎についての延長することができる限度となる時間数を 45時間（対象期間が 3箇

月を超える 1年単位の変形労働時間制により労働する者については、42時間）の範囲内で記入してください。なお、

所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入する

ことができます。 

㋙「１年」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であって、「起算日」において定める日から

1年についての延長することができる限度となる時間数を 360時間（対象期間が 3箇月を超える 1年単位の変形労働

時間制により労働する者については、320時間）の範囲内で記入してください。なお、所定労働時間を超える時間数

についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができます。 

✔ 

㋐ 

㋑ 

㋒ 

㋓ 
㋔ 

㋕ 

㋖ 

㋗

く 

㋘ ㋙ 

㋚ 

㋛ 

㋜ ㋝ 

㋞ 

⓴ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協定の成立年月日 〇〇〇〇年 ３月 １２日 

協定の当事者である労働組合（事業場の労働者の過半数で組織する労働組合）の名称又は労  働者の過半数を代表する者の 

協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法（ 投票による選挙  ） 

上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組  合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働

者の過半数を代表する者であること。 □ （チェックボックスに要チェック） 
上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第 41 条第 2 号に規定する監督又は   管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明ら

かにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって使用者  の意向に基づき選出されたものでないこと。 □ （チェックボックスに要チェック） 

〇〇〇〇年３月１５日                                             使用者 

〇〇労働基準監督署長 殿 

 

 

 

臨時的に限度時間を超えて労働 

させることができる場合 

業務の種類 

労働者数 

（満 18 歳

以上の者） 

１日 

（任意） 

１箇月 

（時間外労働及び休日労働を合算した時間数。 

100時間未満に限る。） 

１年 

（時間外労働のみの時間数。 

720 時間以内に限る。） 

起算日 

(年月日) 
〇〇年 4 月 1 日 

延長することができる 

時間数 限度時 間を超え 

て労働 させるこ

とが できる 

   回数 

（６回 以内 

に限る。) 

 

延長することができる時間数 

及び休日労働の時間数 

限度時間を超

えた労働に係

る割増賃金率 

延長することができ

る時間数 

限度時間

を超えた

労働に係

る割増賃

金率 

法定労働 

時間を超 

える 

時間数 

所定労働時 

間を超える

時間数 

（任意） 

法定労働時間を超

える時間数と休日

労働の時間数を合

算した時間数 

所定労働時間を

超える時間数と

休日労働の時間

数を合算した時

間数 

（任意） 

法定労働時間

を超える 

時間数 

所定労働時間

を超える 

時間数 

（任意） 

突発的な仕様変更 設計 10 人 6 時間 6.5 時間   4 回 60 時間 70 時間 35％ 550 時間 670 時間 35％ 

製品トラブル･大規模な 

クレームへの対応 
検査 10 人 6 時間 6.5 時間   3 回 60 時間 70 時間 35％ 550 時間 620 時間 35％ 

機械トラブルへの対応 機械組立 20 人 6 時間 6.5 時間   3 回 55 時間 65 時間 35％ 450 時間 570 時間 35％ 

限度時間を超えて労働させる場

合における手続 

 

労働者代表者に対する事前申し入れ 

 

限度時間を超えて労働させる労

働者に対する健康及び福祉を確

保するための措置 

（該当する番号） 

 

①、③、⑩ 

（具体的内容） 

対象労働者への医師による面接指導  の実施 

対象労働者に 11 時間の勤務間インタ  ーバルを設定 

職場での時短対策会議の開催 

上記で定める時間数にかかわらず､時間外労働及び休日労働を合算した時間数は､1箇月について 100  時間未満でなければならず､かつ 2 箇月から 6 箇月までを平均して 80時間を超過しないこと。☐ 

（チェックボックスに要チェック） 

時間外労働 

休 日 労 働  
に関する協定届   （特別条項） 

様式第９号の２（第 16 条第１項関係） 

㋔「1箇月」の「延長することができる時間数及び休日労働の時間数」 

労働基準法第 32 条から第 32 条の 5 まで又は第 40 条の規定により労働させることができる最長の労働時間（以下

「法定労働時間」といいます。）を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数であって、「起算日」において定

める日から 1箇月毎についての延長することができる限度となる時間数を 100時間未満の範囲内で記入してください。 

なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数と休日労働の

時間数を合算した時間数を併せて記入することができます。 

㋕「1日」の「延長することができる時間数」、「１年」の「延長することができる時間数」 

法定労働時間を超えて延長することができる時間数を記入してください。 

「１年」にあっては、「起算日」において定める日から１年についての延長することができる限度となる時間数を 720

時間の範囲内で記入してください。 

なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入

することができます。 

※ これらの欄に記入する時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 1 箇月について 100 時

間以上となった場合、及び２箇月から６箇月までを平均して 80 時間を超えた場合には労働基準法違反（同法第 119

条の規定により６箇月以下の懲役又は 30万円以下の罰金）となることに留意してください。 

㋙「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」 

以下の番号を選択して｢該当する番号｣欄に記入した上で、その具体的内容を｢具体的内容｣欄に記入してください。 

① 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。 

② 深夜時間帯（22時から 5時）において労働させる回数を 1箇月について一定回数以内とすること。 

③ 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること（勤務間インターバル）。 

④ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。 

⑤ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。 

⑥ 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。 

⑦ 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。 

⑧ 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。 

⑨ 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。 

⑩ その他 

㋐「臨時的に限度時間を超えて労働

させることができる場合」 

当該事業場における通常予見する
ことのできない業務量の大幅な増加
等に伴い臨時的に限度時間を超えて
労働させる必要がある場合をできる
限り具体的に記入してください。 
なお、業務の都合上必要な場合、業

務上やむを得ない場合等恒常的な長
時間労働を招くおそれがあるものを
記入することは認められないことに
留意してください。 

㋒「労働者数（満 18歳以上の者）」 

時間外労働又は休日労働をさせる
ことができる労働者の数を記入して
ください。 

㋑「業務の種類」 

1 枚目の「業務の種類」と同様、臨
時的に限度時間を超えて労働させる
必要のある業務を具体的に細分化し
て記入してください。 

㋘「限度時間を超えて労働させる場合

における手続」 
協定の締結当事者間の手続として、

「協議」、「通告」等具体的な内容を記
入してください。 

㋗「起算日」 
延長することができる限度となる時

間数の 1 年についての起算日を記入し
てください。 
左欄の 1 箇月の起算日についても、

この 1 年の起算日から 1 箇月毎に区切
っていきます。 

 
㋖「限度時間を超えた労働に係る割増
賃金率」 

限度時間を超える時間外労働に係る

割増賃金の率を記入してください。当

該割増賃金の率は、法定割増賃金率を

超える率とするよう努めてください。 

㋛「過半数代表者のチェックボックス」 

労働者の過半数で組織する労働組合

がある場合はその労働組合と、労働者

の過半数で組織する労働組合がない場

合は労働者の過半数を代表する者と協

定してください。また、労働者の過半数

を代表する者は、労働基準法施行規則

第 6 条の 2 第１項の規定により、労働

基準法第 41条第 2号に規定する監督又

は管理の地位にある者でなく、かつ同

法に規定する協定等をする者を選出す

ることを明らかにして実施される投

票、挙手等の方法による手続により選

出された者であって、使用者の意向に

基づき選出されたものでないことにな

っており、チェックボックスにチェッ

クがない場合には有効な協定とはなら

ないので、必ずチェックしてください。 

職名 検査課主任 

氏名  山田花子 

職名 工場長 

氏名  田中太郎 

 ３６協定届の記入と注意事項（特別条項を協定する場合）  本様式で記入部分が足りない  場合は同一様式を使用してください。この場合、必要のある事項のみ記入することで差し支えありません。 

― 様式第 9号の 2 （2枚目） － 

✔ 

㋐ ㋑ 
㋒ 

㋓ 
㋔ 

㋕ ㋕ 

㋘ 

㋖ 

㋑ 

㋙ 

 

㋑ 

㋖ 

㋑ 

㋓「限度時間を超えて労働させること

ができる回数」 
限度時間（1箇月 45時間（対象期間

が 3箇月を超える 1年単位の変形労働
時間制により労働する者については、
42 時間））を超えて労働させることが
できる回数を 6回の範囲内で記入して
ください。 

 

㋗ 

㋑ 

㋜「協定書を兼ねる場合の労働者代表と使用者の押印」 

届出に押印は必要ありませんが、協定書を兼ねる場合は、引き続き、署名又は記名押印など労使双方の合意が明らか

となる方法で締結してください。 

 

㋚ 

㋛ 

㋚「上限規制のチェックボックス」 
チェックボックスにチェックがない

場合には有効な協定とはならないの
で、必ずチェックしてください。 

㋜ 

㋜ 

✔ 

✔ 

 
法定割増賃金率について、労働基準法第 37 条で定められた「1箇月 60時間を超えた時間外労
働については 50%以上の割増賃金率とする」との規定は、令和 5 年 4 月から中小企業にも適用

されます。（「6賃金（最低賃金､割増賃金､平均賃金）」の項の割増賃金を参照してください。） 

㉑ 



部門名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏名　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　年度分

（有効期間 日

（有効期間 日年　月　日まで）

備考

　年　　月　　日

基準日（付与日）
年　月　日まで）

　年　　月　　日

部門長
印

本人
印

前年度繰越日数

今年度付与日数
　　　　日

請求日
（指定日）

直属
上司
印

年次有給休暇取得年月日

計

自　　　　年　　　月　　　日　～　至　　　　年　　　月　　　日

使用
日数

残日数
請求等
種別

入社年月日

　　　　日 　　　　日
・ 本人請求
・ 計画年休
・ 会社指定

　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日 　　　　日 　　　　日
・ 本人請求
・ 計画年休
・ 会社指定

　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日 　　　　日 　　　　日
・ 本人請求
・ 計画年休
・ 会社指定

/

　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日 　　　　日

　　　　日

　　　　日

/

　　　　日
・ 本人請求
・ 計画年休
・ 会社指定

/

　　　　日
・ 本人請求
・ 計画年休
・ 会社指定

/

/

/

・ 本人請求
・ 計画年休
・ 会社指定

　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日 　　　　日 　　　　日
・ 本人請求
・ 計画年休
・ 会社指定

/

　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

年次有給休暇管理簿

　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日 　　　　日 /

　　　　日 　　　　日
・ 本人請求
・ 計画年休
・ 会社指定
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【②社会通念上許容される範囲を超えた言動とは】

社会通念に照らし、当該顧客等の言動の内容が契約内容からして相当性を欠くもの、又は手

段や態様が相当でないものを指し、典型的な例としては以下のものがあります。

事業主の皆さまは、改正法や指針の内容に沿った対策を行う準備を進めてください。

令和８年10月１日から、
カスタマーハラスメント対策、求職者等に対する
セクシュアルハラスメント対策が義務化されます！

カスタマーハラスメント対策の義務化【改正労働施策総合推進法・指針の内容】

職場における「カスタマーハラスメント」とは、

職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する

業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの。

※電話やＳＮＳ等のインターネット上において行われるものも含まれます。

※顧客等からの苦情の全てがカスハラに該当するわけではありません。また、障害者から不当な差別的取

扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、カ

スハラには当たりません。

【①顧客等とは】

顧客、取引の相手方、施設（駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設等）の利用者その

他の当該事業主の行う事業に関係を有する者（今後商品の購入やサービスの利用等をする可能性が

ある者も含む）

（例）事業主が販売する商品の購入やサービスの利用をする者、事業主の行う事業に関する内容等に関

し問い合わせをする者、取引先の担当者、企業間での契約締結に向けた交渉を行う際の担当者、施設・

サービスの利用者及びその家族、施設の近隣住民

【言動の内容が社会通念上許容される範囲を超え
るもの】

・そもそも要求に理由がない又は商品・サービス
等と全く関係のない要求

・契約等により想定しているサービスを著しく超
える要求

・対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
・不当な損害賠償要求

【手段や態様が社会通念上許容される範囲を超え
るもの】

・身体的な攻撃（暴行、傷害等）
・精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、
暴言、土下座の強要等）

・威圧的な言動
・継続的、執拗な言動
・拘束的な言動（不退去、居座り、監禁）

この判断に当たっては、様々な要素（当該言動の目的、当該言動を受けた労働者の問題行動の有無や内

容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続

性、労働者の属性や心身の状況、行為者との関係性等）を総合的に考慮することが適当です。

「言動の内容」、「手段や態様」の一方のみが社会通念上許容される範囲を超える場合でも

これに該当し得ることに留意が必要です。

【③労働者の就業環境が害されるとは】

当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なも

のとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できな

い程度の支障が生じること。
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【事業主の責務】
■ カスハラを行ってはならないことその他カスハラに起因する問題（以下「カス
ハラ問題」という。）に対する労働者の関心と理解を深めること

■ 労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、
研修の実施その他の必要な配慮をすること

■ 事業主自身がカスハラ問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する
労働者に対する言動に必要な注意を払うこと

【労働者の責務】
■ カスハラ問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対す

る言動に必要な注意を払うこと
■ 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

以下の事項に努めることが、事業主・労働者の責務です

カスハラの防止のために講ずべき措置（義務）

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
（太字は、他のハラスメントで講ずべき措置とは異なる内容のものです。）

※対策を講ずる際には、消費者の権利や、障害者差別解消法における、障害を理由とする不当な
差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供義務に留意する必要があります。

◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

①カスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、

労働者に周知・啓発する

②カスハラの内容及びあらかじめ定めた対処の内容（※）を、労働者に周知する

（※）管理監督者にその場の対応の方針について指示を仰ぐ、可能な限り労働者

を一人で対応させない、犯罪に該当し得る言動は警察へ通報する、本社・本部

等へ情報共有を行い指示を仰ぐ 等

◆相談体制の整備

③相談窓口をあらかじめ定め、労働者

に周知する

④相談窓口担当者が、適切に対応でき

るようにする

◆事後の迅速かつ適切な対応

➄事実関係を迅速かつ正確に確認する

⑥被害者に対する配慮のための措置を

適正に行う

⑦再発防止に向けた措置を講ずる

◆そのほか併せて講ずべき措置

⑨相談者等のプライバシーを保護する

ために必要な措置を講じ、労働者に

周知する

⑩相談したこと等を理由として不利益

な取扱いをされない旨を定め、労働

者に周知・啓発する

◆対応の実効性を確保するために
必要なカスハラの抑止のための
措置

⑧特に悪質と考えられるカスハラへの

対処の方針をあらかじめ定め、労働

者に周知し、当該対処を行うことが

できる体制を整備する
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カスハラを防止するための望ましい取組

◆ カスハラの原因や背景となる要因を解消するための取組

・労働者が自社の商品やサービスをよく理解し、顧客等への対応力の向上を

図るための研修等

・労働者が顧客等への理解を深めるための必要な取組

◆ 労働者や労働組合等の参画を得つつ、雇用管理上の措置の運用状況の的確

な把握や必要な見直しの検討等に努めること

◆ 業種・業態等の状況に応じた必要な取組を進めること

◆ 他の事業主が雇用する労働者に対してカスハラを行ってはならない旨の方

針を示すこと

自らの雇用する労働者以外の者に対する顧客等の言動に関し
行うことが望ましい取組

◆ カスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針の明確化等

を行う際に、職場における当該事業主が雇用する労働者以外の者（他の事業主が

雇用する労働者、個人事業主等）に対する顧客等の言動についても、同様の方針

を併せて示すこと

◆ これらの者からカスハラに類すると考えられる相談があった場合には、雇用管

理上の措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めること

他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力

事業主は、カスハラに関し、他の事業主から、事実関係の確認等の雇用管理上

の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めな

ければなりません。

◆ 協力を求められたことを理由として、他の事業主に対し、契約を解除する等

の不利益な取扱いを行うことは望ましくありません。

◆ 事実関係の確認等に協力した労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いを

行わない旨を定め、労働者に周知・啓発することが望ましいです。

◆ 事実が確認できた場合は、事業主は、就業規則等に基づき、行為者に対して

必要な懲戒その他の措置を講ずることが望ましいです。

事業主は、カスハラを防止するため、次の取組を行うことが望ましいです。

※例えば、小売店において、商品のメーカーに雇用されている労働者（当該小売店に雇用されてい

る労働者ではない）が商品販売のために勤務している場合などが該当します。
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・ インターンシップにおいて、労働者が求職者等に対して性的な冗談やから

かいを意図的かつ継続的に行ったため、当該求職者等が苦痛に感じてイン

ターンシップ中の活動が手につかないこと

・ 求職者等が労働者への訪問を行った際、当該労働者に性的な関係を求めら

れ、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること

・ インターンシップ中に労働者が求職者等を執拗に私的な食事に誘い、当該

求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの例

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、
事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等
が阻害されるものをいいます。

性的な言動とは
性的な内容の発言及び性的な行動を指し、それぞれ以下が含まれます。

求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化
【改正男女雇用機会均等法・指針の内容】

○ 求職者等セクハラは、男性も女性も、加害者にも被害者にもなり得る問題です。
異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。

○ また、求職者等セクハラは、相手の性的指向（※１）又はジェンダーアイデンティティ
（※２）にかかわらず、該当することがあり得ます。
（※１）恋愛又は性愛がいずれの性別を対象とするか／（※２）自己の性別についての認識

「性的な内容の発言」
・ 性的な事実関係を尋ねること
・ 性的な内容の情報を意図的に

流布すること 等

「性的な行動」
・ 性的な関係を強要すること
・ 必要なく身体に触ること

・ わいせつな図画を配布すること 等

【求職者等とは】
■ 求職者（企業の求人に応募する者）
■ 求職者以外の者であって、
・ 事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者や、
・ 教育実習、看護実習その他の実習を受ける者

【求職活動等とは】
求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動
を指し、例えば以下のものが含まれます。なお、ＳＮＳ等のオンラインを
介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
（例）企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の雇用
する労働者への訪問、インターンシップへの参加、教育実習、看護実習
等の実習の受講
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◆事業主の方針等の明確化及びそ
の周知・啓発

①求職者等セクハラを行ってはならない旨
の方針を明確化し、労働者に周知・啓発
する

②求職者等セクハラを行った者について
は、厳正に対処する旨の方針及び対処
の内容を、労働者に周知・啓発する

③求職活動等に関するルール（※）をあら
かじめ明確化し、労働者及び求職者等に
周知・啓発する

◆事後の迅速かつ適切な対応

⑥事実関係を迅速かつ正確に確認する

⑦被害者に対する配慮のための措置を行う

⑧行為者に対する措置を適正に行う

⑨再発防止に向けた措置を講ずる

◆そのほか併せて講ずべき措置

⑩相談者等のプライバシーを保護する
ために必要な措置を講じ、労働者及
び求職者等に周知する

⑪労働者が事実関係の確認等に協力し
たこと等を理由として、解雇その他
不利益な取扱いをされない旨を定め、
労働者に周知・啓発する

求職者等セクハラの防止のために講ずべき措置

【事業主の責務】

■ 求職者等セクハラを行ってはならないことその他求職者等セクハラに起因する問
題（以下「求職者等セクハラ問題」という。）に対するその雇用する労働者の関心
と理解を深めること

■ その雇用する労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実
施その他の必要な配慮をすること

■ 事業主自身が求職者等セクハラ問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇
用する労働者に対する言動に必要な注意を払うこと

【労働者の責務】

■ 求職者等セクハラ問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要
な注意を払うこと

■ 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

以下の事項に努めることが、事業主・労働者の責務です

◆相談体制の整備

④相談窓口をあらかじめ定め、求職
者に周知する

⑤相談窓口担当者（※）が、適切に
対応できるようにする

※ 人事担当者以外を相談窓口担当
者とすることも考えられる。

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
（太字は、他のハラスメントで講ずべき措置とは異なる内容のものです。）

※ 例えば、面談時間及び場所の指定、実施
体制、やり取りに用いるＳＮＳの種類の指
定等、面談等を行う際の規則など

imaism
フリーテキスト
33



求職者等セクハラを防止するための望ましい取組

◆ 大学等のキャリアセンター等の求職者等の関係者から求職者等セクハラに係る相談
に関する情報提供があった場合に、連携し、適切な対応を行うこと

◆ 求職者等から、インターンシップの際など、顧客等による求職者等セクハラに類
すると考えられる相談があった場合には、その内容を踏まえて、求職者等セクハラ
の防止措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めること

求職者等パワハラに類する行為等に関し行うことが望ましい取組

求職者等パワハラに類する行為等に関する望ましい取組
◆ 事業主及び労働者の責務の趣旨に関連し、求職活動等パワハラに類する行為等（※）
について、労働者による求職者等に対する言動についても必要な注意を払うよう配慮す
るとともに、事業主自らと労働者も、求職者等に対する言動について必要な注意を払う
よう努めること
（※）求職活動等におけるパワーハラスメントに類する行為、求職活動等における妊娠、出産
等に関するハラスメントに類する行為、求職活動等における育児休業等に関するハラスメント
に類する行為

◆ 求職者等セクハラを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、求職者等パワ
ハラに類する行為等についても、同様の方針を併せて示すこと

◆ 求職者等から、求職者等パワハラに類する行為等に関すると考えられる相談があった
場合には、その内容を踏まえて、求職者等セクハラの防止措置も参考にしつつ、必要に
応じて適切な対応を行うように努めること

求職者等カスハラに類する行為に関する望ましい取組
◆ 求職者等から、顧客等による求職活動等におけるカスタマーハラスメントに類すると
考えられる相談があった場合には、その内容を踏まえて、求職者等セクハラの防止措置
も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めること

事業主は、求職者等セクハラを防止するため、次の取組を行うことが望ましい
です。

改正労働施策総合推進法及び改正男女雇用機会均等法に関するお問い合わせは
都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ
受付時間８時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号

北海道 011-709-2715 東 京 03-3512-1611 滋 賀 077-523-1190 香 川 087-811-8924

青 森 017-734-4211 神奈川 045-211-7380 京 都 075-241-3212 愛 媛 089-935-5222

岩 手 019-604-3010 新 潟 025-288-3511 大 阪 06-6941-8940 高 知 088-885-6041

宮 城 022-299-8844 富 山 076-432-2740 兵 庫 078-367-0820 福 岡 092-411-4894

秋 田 018-862-6684 石 川 076-265-4429 奈 良 0742-32-0210 佐 賀 0952-32-7218

山 形 023-624-8228 福 井 0776-22-3947 和歌山 073-488-1170 長 崎 095-801-0050

福 島 024-536-4609 山 梨 055-225-2851 鳥 取 0857-29-1709 熊 本 096-352-3865

茨 城 029-277-8295 長 野 026-227-0125 島 根 0852-31-1161 大 分 097-532-4025

栃 木 028-633-2795 岐 阜 058-245-1550 岡 山 086-225-2017 宮 崎 0985-38-8821

群 馬 027-896-4739 静 岡 054-252-5310 広 島 082-221-9247 鹿児島 099-223-8239

埼 玉 048-600-6269 愛 知 052-857-0312 山 口 083-995-0390 沖 縄 098-868-4380

千 葉 043-221-2307 三 重 059-226-2318 徳 島 088-652-2718
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出生後休業
支援給付金

育児休業を取得予定の方、育児休業給付の手続きを行う事業主の皆さまへ

１ 支給要件

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに（配偶者が就労していない場合
などは本人が）、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金
と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。

① 被保険者が、対象期間※に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ

育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。

② 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または

出産予定日のうち遅い日から起算して８週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14

日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を

要件としない場合」（裏面の３参照）に該当していること。

２ 支給額

被保険者（雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。）が、次の①および②の要
件を満たした場合に、「出生後休業支援給付金」を支給します。

※１ 出産手当金につきましては、ハローワークが取り扱う制度ではありません。ご自身が加入している健康保険等の運営機関へ
お問い合わせください。

※２ 育児休業中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負
担はありません。また、育児休業等給付は非課税です。このため、休業開始時賃金日額の80％の給付率で手取り10割相当の
給付となります。ただし、休業開始時賃金日額には上限額（2025年８月１日時点：1６ ,１１0円（毎年８月１日に改定））がある
ことにご留意ください。

※３ 就労状況・賃金支払状況により出生時育児休業給付金または育児休業給付金が不支給となった場合は、出生後休業支援給
付金の支給は行いません。

給付率2/３
（健康保険等による
出産手当金（※１）)

給付率５０％
（育児休業給付金）

出産 育児休業開始 １歳
180日８週間

１歳２月

母

父

給付率６７％
（育児休業給付金）

給付率５０％
（育児休業給付金）

育児休業開始

給付率６７％
（育児休業給付金）

152日（180日－28日）

給付率
67％

（出生時育児
休業給付金）

28日

28日

13％

13％

出生時育児休業給付金または
育児休業給付金と合わせて給
付率 80％（手取り10割相当
（※２））

支給額＝休業開始時賃金日額※1×休業期間の日数（28日が上限）※2×13％

※１ 同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近６か月間に支払われた賃金の総額を 180で除して
得た額。

※２ 支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり、28日
を上限とする。

出生後休業
支援給付金

• 被保険者が産後休業をしていない場合（被保険者が父親または子が養子の場合）は、「子の出生日または出産予定日のうち

早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して８週間を経過する日の翌日」までの期間。

• 被保険者が産後休業をした場合（被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合）は、「子の出生日または出産予定日のうち

早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。

※ 対象期間：

２０２５年４月から

「出生後休業支援給付金」を創設しました

支給額の イメージ ※パパ・ママ育休プラス制度を活用した場合のイメージを記載しています。

➢ 2025年４月１日より前から引き続いて育児休業をしている場合は、下線部分を「2025年４月１

日」として要件を確認します。

・都道府県労働局・ハローワーク LL070801保04
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３ 配偶者の育児休業を要件としない場合

４ 支給申請手続

子の出生日の翌日において、次の１～７のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要とし
ません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由（主に４，５，６の
いずれか）に該当することとなりますので、配偶者（母親）の育児休業取得の有無は要件になりません。

• 出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金
の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行っていただくこととなります。

• 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を
別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給さ
れた後に申請してください。

「配偶者の被保険者番号」欄

✓ 配偶者が雇用保険被保険者であって、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を
一定の期間（注）に14日以上取得した場合は、「配偶者の被保険者番号」欄を記入してください。ハロー
ワークにおいて、記入された番号における出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給日数が要
件を満たしているかの確認を行います。

✓ 配偶者が出産してる場合は、配偶者が一定の期間（注）に育児休業をすることはありませんので、被保険者
が父親の場合は、子が養子でない限り、この欄を記入することはなく、「配偶者の状態」欄を記載いただく
こととなります。

Ⅰ

「配偶者の育児休業開始年月日」欄

✓ 配偶者が公務員（雇用保険被保険者である場合を除く。）であって、各種法律に基づく育児休業を一定の
期間（注）に14日以上取得した場合は、「配偶者の育児休業開始年月日」欄を記入してください。この場合、
育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写しや共済組合からの給付金の支給決定通知書の写し
など配偶者が一定の期間（注）に14日以上の育児休業の取得していることが確認できる書類を添付してく
ださい。

✓ 「配偶者の被保険者番号」欄と同様、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、この欄を記入するこ
とはなく、「配偶者の状態」欄を記載いただくこととなります。

Ⅱ

「配偶者の状態」欄

✓ 子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合は、「配偶者の状態」
欄に該当する番号を記入してください。この場合、配偶者の状態を確認できる書類を添付してください。
必要な書類についてはパンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」にてご確認ください。

Ⅲ

１．配偶者がいない
 配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において３か月以上無断欠勤が続いている場合
または災害により行方不明となっている場合に限ります。

２．配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

３．被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

４．配偶者が無業者

５．配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

６．配偶者が産後休業中

７．１～６以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されな
い場合（育児休業給付の受給資格がない場合など）が該当します。なお、単に配偶者の業務の都合により育児休
業を取得しない場合等は含みません。

（注）一定の期間とは、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して８

週間を経過する日の翌日」までの期間をいいます。

出生後休業支援給付金の支給要件を満たす場合は、支給申請書にある次の の項目のい

ずれか一つを記入してください。（複数記載は不可）
Ⅰ Ⅱ Ⅲ

お問い合わせはハローワークまで 〇〇（勤務先の市区町村名） ハローワーク 検索
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・都道府県労働局・ハローワーク
LL0７０801保０5

被保険者、事業主の皆さまへ

（ 裏 面 も ご 覧 く だ さ い ）

１ 支給を受けることができる方（受給資格・支給要件）

仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的

に、２歳に満たない子を養育するために時短勤務（以下「育児時短就業」という。）した場合に、育児時短就業前

と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。

① ２歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者（注１）であること

② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて（注２）、育児時短就業を開始したこと、

または、育児時短就業開始日前２年間に、被保険者期間（注３）が12か月あること

育児時短就業給付金は、次の①・②の要件を両方満たす方が対象です。

２０２５年４月から

「育児時短就業給付金」を創設しました

２ 支給額・支給率

加えて、次の③～⑥の要件をすべて満たす月について支給します。

③ 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者 （注１）である月

④ １週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

⑤ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月

⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10％相

当額を支給します。ただし、育児時短就業開始時の賃金水

準（注４）を超えないように調整されます。

また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額
（注５）を超える場合は、超えた部分が減額されます。

なお、次の①～③の場合、給付金は支給されません。

時短就業開始時の賃金
に対する各月の賃金の率（％）

賃
金
＋
支
給
額
（％
）

100％

100％

賃金

給付（賃金×10％）

90％

x

y
支給率を調整

① 支給対象月（裏面参照）に支払われた賃金額が育児時短就

業前の賃金水準（注４）と比べて低下していないとき

② 支給対象月（裏面参照）に支払われた賃金額が支給限度額
（注５）以上であるとき

③ 支給額が最低限度額（注６）以下であるとき

支給額の イメージ
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４ 申請手続きに関する注意事項

➢ 育児時短就業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主の方が育児時

短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請を行う必要があります。育児時短就業

開始時賃金の届出、受給資格確認と初回の支給申請を同時に行うことも可能です。

➢ 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き （注２）、同一の子について育児時短就業を開

始した場合は、育児時短就業開始時賃金の届出は不要です。

➢ 支給申請は、原則として２か月ごとに（２つの支給対象月について）行うようにしてください。

➢ 被保険者が希望する場合は、被保険者の方が自ら支給申請を行うことや１か月ごとに支給申

請を行うことも可能です。

（注１） 雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。

（注２）  育児時短就業に係る子について育児休業給付の支給を受けていた場合であって、当該育児休業給付に係る育児休業期間の末日

の翌日（復職日）から起算して、育児時短就業を開始した日の前日までの期間が14日以内のときをいいます。

（注３）  賃金支払基礎日数が11日以上ある（ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間が80時間以上ある）完全月。

（注４）  原則として育児時短就業開始前６か月に支払われた賃金（臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を

除く）の総額を180で除して得た額（2025年8月1日からは、上限額：1６ ,１１0円、下限額：３ ,０１４円。毎年８月１日に改定され

ます。）に30を乗じた額をいいます。ただし、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始した場合は、

育児休業給付の支給に用いた賃金月額をいいます。

（注５）  「支給限度額」：4７１ ,３９３円（２０２５年８月1日からの額。毎年８月１日に改定されます。）

（注６）  「最低限度額」：2,４１１円（２０２５年８月1日からの額。毎年８月１日に改定されます。）

（注７）  「子が２歳に達する日」とは、２歳の誕生日の前日をいいます。

（注８）  同じ月において、子Aの育児時短就業を終了し、別の子Bについて育児時短就業を開始した場合、その月は別の子Bの育児時短就

業の支給対象期間となり、子Aの育児時短就業は前月までが支給対象期間となります。

３ 支給を受けることができる期間（支給対象期間）

給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の

属する月までの各暦月（以下「支給対象月」という。）について支給します。

① 育児時短就業に係る子が２歳に達する日（注７）の前日

② 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日

③ 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日（注８）の前日

④ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

4/21 育児休業から復帰
と同時に時短就業

4/1～30（支給対象月①）

時短就業

3/1～31 5/1～31（支給対象月②）

育児休業

3/1～31（支給対象月⑫）

3/21 時短就業から
  通常就業に復帰

4/1～30

＜支給対象月の例＞

ただし、以下の①～④の日の属する月までが支給対象期間となります。

５ 経過措置（2025年４月以前から時短就業をされている方）

➢ 2025年４月１日より前から２歳未満の子を養育するために育児時短就業に相当する時短就

業を行っている場合は、2025年４月１日から育児時短就業を開始したものとみなして、上記

１②の要件や２①の育児時短就業前の賃金水準を確認し、要件を満たす場合は、2025年４月

１日以降の各月を支給対象月として支給します。

3/20 時短就業を
終了した日
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厚 生 労 働 省

都 道 府 県 労 働 局

公共職業安定所（ハローワーク）

PL070801保06

介護休業給付の内容及び
支 給 申 請 手 続 に つ い て

被保険者・事業主のみなさまへ

（07.08）

被保険者の方が対象家族を介護するために介護休業を取得した場合、一定の要

件を満たすと介護休業給付金の支給を受けることができます。

支給を受けるためには所定の手続が必要となりますので、このリーフレットをお

読みいただき、公共職業安定所（ハローワーク）で手続を行ってください。

一回の介護休業終了後に支給申請手続が必要です

介護休業給付金支給申請書の提出は、一回の介護休業終了後、終了日の翌日から２か月

を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。

また、この支給申請手続は、事業主の方が行ってください。

事業主の方は雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書を提出してください

事業主の方は、雇用する被保険者の方が介護休業を開始した場合、介護休業給付金支給

申請書を提出する日までに雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書を提出していた

だくことが必要です。

ただし、事業主の方を経由して介護休業給付金支給申請書を提出する場合には、上記に

よらず、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書を、支給申請書と同時に提出するこ

とができます。
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３

（３）給付の内容

☆ 介護休業給付金は、一回の介護休業につき、毎回、介護休業開始日から起算した１か月
ごとの期間（その１か月の間に介護休業終了日を含む場合はその介護休業修了日までの
期間。これらの各期間を「支給単位期間」といいます。）の支給額を計算し、支給します。

☆ 介護休業を分割して取得される場合は、分割して支給することになります。
☆ 介護休業給付金の対象となる一回の介護休業期間は最長３か月ですので、介護休業給

付金の支給対象は、一回につき、最大３支給単位期間ということになります。
☆ 一つの支給単位期間中に、就業していると認められる日（全日休業している日（日曜日

や祝日など、会社の休日となっている日も含みます。）以外の日）が10日以下でなけれ
ば、その支給単位期間については支給対象となりません。
介護休業修了日の属する１か月未満の支給単位期間については、就業していると認め

られる日が10日以下であるとともに、全日休業している日が１日以上あることが必要で
す。

☆ 支給単位期間の途中で離職した場合、当該支給単位期間は支給を受けることができま
せん。

☆ 介護休業給付金の支給の対象となる支給単位期間を支給対象期間といいます。

（４）支給額

☆ 介護休業給付金の各支給対象期間の支給額は

原則として、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%です。
（賃 金 月 額）

① 「支給日数」とは、
a) b以外の支給対象期間については30日
ｂ） 休業修了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間

の日数です。
② 「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書（票）」によって、原則、

介護休業開始前６か月間の賃金を180で除した額であり、これに上記①の支給日数
の30を乗じることによって算定した「賃金月額」が532,200円を超える場合は、
「賃金月額」は532,200円となります。（これに伴い、１支給対象期間あたりの介護休
業給付金の上限額は356,574円となります。）
また、この賃金月額が90,420円を下回る場合は90,420円となります。
（上記の金額は令和8年７月３１日までの額です。）

➂ 支給対象期間中に賃金支払日があり、そこで支払われた賃金（ただし介護休業の期
間を対象とする賃金に限る。）の額と、「賃金日額×支給日数（上記①又は②）」の６
７％相当額の合計額が、「賃金月額」の８０％を超えるときは、当該超えた額が減額さ
れて支給されます。その結果、次のようになります。

賃金が休業開始時
賃金日額×支給日数
（上記a又はb）の

・１３％以下の場合

・１３％を超えて
８０％未満の場合

……

……
賃金月額の８０％相当額と
賃金の差額を支給

賃金月額の６７％相当額を支給

・８０％以上の場合 …… 支給されません

☆ 高年齢雇用継続給付を受けている場合、高年齢雇用継続給付の支給対象月の初日か
ら末日までの間引き続いて介護休業給付を受けることができるときは、その月の高年
齢雇用継続給付を受けることはできません。

１ 介護休業給付金の概要

２

（１）支給対象者

☆ 家族を介護するための休業（下記（２）を満たすものに限る。）をした雇用保険の被保険
者（注１）の方で、介護休業開始日前２年間（注２）に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全
月（過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方につい
ては、その決定を受けた後のものに限る。）が12か月以上ある方が支給対象となります。
なお、令和２年８月１日以降に介護休業を開始している方については、賃金支払基礎日

数が11日以上の月が12か月ない場合、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が
80時間以上の月を１か月として算定します。

（注１） 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、このリーフ
レットにおいて同じです。

（注２）介護休業開始日前２年間に疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の
支払いを受けることができなかった方については、これらの理由により賃金の支
払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数（最大４年）となり
ます。

☆ なお、介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されている
方は、支給の対象となりません。

☆ 介護休業を開始した被保険者が期間雇用者（期間を定めて雇用される者）である場合
は、上記のほか、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経
過する日までに、その労働契約（労働契約が更新される場合にはあっては、更新後のも
の）が満了することが明らかでないことが必要です。

（２）支給対象となる介護休業

☆ 介護休業給付金は、以下の①及び②を満たす介護休業について、支給対象となる同じ
家族について93日を限度に３回までに限り支給されます。

① 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、２週間以上にわたり
常時介護（歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること）
を必要とする状態にある家族（次のいずれかに限る）を、介護するための
休業であること。
被保険者の「配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む）」
「父母（養父母を含む）」「子（養子を含む）」「配偶者の父母（養父母を含
む）」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」

② 被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行
い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。

☆ なお、介護休業は、産前・産後休業中に開始することはできず、介護休業の期間中に他
の家族に対する介護休業、産前・産後休業、育児休業が開始された場合、それらの新た
な休業の開始日の前日をもって当初の介護休業は終了し、その日以降の分は介護休業
給付金の支給対象となりませんのでご留意ください。

要
介
護
状
態

対
象
家
族
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３

（３）給付の内容

☆ 介護休業給付金は、一回の介護休業につき、毎回、介護休業開始日から起算した１か月
ごとの期間（その１か月の間に介護休業終了日を含む場合はその介護休業終了日までの
期間。これらの各期間を「支給単位期間」といいます。）の支給額を計算し、支給します。

☆ 介護休業を分割して取得される場合は、分割して支給することになります。
☆ 介護休業給付金の対象となる一回の介護休業期間は最長３か月ですので、介護休業給

付金の支給対象は、一回につき、最大３支給単位期間ということになります。
☆ 一つの支給単位期間中に、就業していると認められる日（全日休業している日（日曜日

や祝日など、会社の休日となっている日も含みます。）以外の日）が10日以下でなけれ
ば、その支給単位期間については支給対象となりません。
介護休業終了日の属する１か月未満の支給単位期間については、就業していると認め

られる日が10日以下であるとともに、全日休業している日が１日以上あることが必要で
す。

☆ 支給単位期間の途中で離職した場合、当該支給単位期間は支給を受けることができま
せん。

☆ 介護休業給付金の支給の対象となる支給単位期間を支給対象期間といいます。

（４）支給額

☆ 介護休業給付金の各支給対象期間の支給額は

原則として、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%です。
（賃 金 月 額）

① 「支給日数」とは、
a) b以外の支給対象期間については30日
ｂ） 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間

の日数です。
② 「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書（票）」によって、原則、

介護休業開始前６か月間の賃金を180で除した額であり、これに上記①の支給日数
の30を乗じることによって算定した「賃金月額」が532,200円を超える場合は、
「賃金月額」は532,200円となります。（これに伴い、１支給対象期間あたりの介護休
業給付金の上限額は356,574円となります。）
また、この賃金月額が90,420円を下回る場合は90,420円となります。
（上記の金額は令和8年７月３１日までの額です。）

➂ 支給対象期間中に賃金支払日があり、そこで支払われた賃金（ただし介護休業の期
間を対象とする賃金に限る。）の額と、「賃金日額×支給日数（上記①又は②）」の６
７％相当額の合計額が、「賃金月額」の８０％を超えるときは、当該超えた額が減額さ
れて支給されます。その結果、次のようになります。

賃金が休業開始時
賃金日額×支給日数
（上記a又はb）の

・１３％以下の場合

・１３％を超えて
８０％未満の場合

……

……
賃金月額の８０％相当額と
賃金の差額を支給

賃金月額の６７％相当額を支給

・８０％以上の場合 …… 支給されません

☆ 高年齢雇用継続給付を受けている場合、高年齢雇用継続給付の支給対象月の初日か
ら末日までの間引き続いて介護休業給付を受けることができるときは、その月の高年
齢雇用継続給付を受けることはできません。

１ 介護休業給付金の概要

２

（１）支給対象者

☆ 家族を介護するための休業（下記（２）を満たすものに限る。）をした雇用保険の被保険
者（注１）の方で、介護休業開始日前２年間（注２）に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全
月（過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方につい
ては、その決定を受けた後のものに限る。）が12か月以上ある方が支給対象となります。
なお、令和２年８月１日以降に介護休業を開始している方については、賃金支払基礎日

数が11日以上の月が12か月ない場合、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が
80時間以上の月を１か月として算定します。

（注１） 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、このリーフ
レットにおいて同じです。

（注２）介護休業開始日前２年間に疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の
支払いを受けることができなかった方については、これらの理由により賃金の支
払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数（最大４年）となり
ます。

☆ なお、介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されている
方は、支給の対象となりません。

☆ 介護休業を開始した被保険者が期間雇用者（期間を定めて雇用される者）である場合
は、上記のほか、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経
過する日までに、その労働契約（労働契約が更新される場合にはあっては、更新後のも
の）が満了することが明らかでないことが必要です。

（２）支給対象となる介護休業

☆ 介護休業給付金は、以下の①及び②を満たす介護休業について、支給対象となる同じ
家族について93日を限度に３回までに限り支給されます。

① 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、２週間以上にわたり
常時介護（歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること）
を必要とする状態にある家族（次のいずれかに限る）を、介護するための
休業であること。
被保険者の「配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む）」
「父母（養父母を含む）」「子（養子を含む）」「配偶者の父母（養父母を含
む）」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」

② 被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行
い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。

☆ なお、介護休業は、産前・産後休業中に開始することはできず、介護休業の期間中に他
の家族に対する介護休業、産前・産後休業、育児休業が開始された場合、それらの新た
な休業の開始日の前日をもって当初の介護休業は終了し、その日以降の分は介護休業
給付金の支給対象となりませんのでご留意ください。

要
介
護
状
態

対
象
家
族
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昭和25年７月２０日生まれの父親（介護対象家族）の介護のため、令和７年５月３１日から
３か月間取得した介護休業について、介護休業給付金の支給申請を行う場合の介護休業
給付金支給申請書の記載例。

介護休業給付金支給申請記載例

被保険者の個人番号を記載してください。

被保険者の個人番号を記載

⑧欄及び⑰欄の初日には、介護休業開始年月日
（令和７年５月31日）を記載してください。

介護対象家族の個人番号を記載してください。

介護対象家族の個人番号を記載

介護休業開始年月日である令和７年５月31日か
ら介護休業終了年月日（介護休業期間が３か月以
上にわたるときは介護休業開始年月日から３か月
を経過する日）である令和７年８月30日までの期
間について、介護休業開始年月日から１か月ごと
の期間を支給対象期間その１、支給対象期間その
２、支給対象期間その３の欄に記載します。
支給対象期間その１又は支給対象期間その２の

末日に介護休業終了年月日を記載した場合は、そ
の次以降の支給対象期間の記載は行いません。（４
頁の注１）

⑰⑳㉓欄の各々の支給対象期間中に全日にわ
たって介護休業をしている日（日曜日、祝日等のよ
うな所定労働日以外の日も含みます）の数を各々
⑱㉑㉔欄に記載してください。

⑰⑳㉓欄の各々の支給対象期間に支払われた賃
金額を各々⑲㉒㉕欄に記載してください。この賃
金は、臨時の賃金、３か月を超える期間ごとに支払
われる賃金を除く賃金です。また、⑲㉒㉕欄のいず
れかの支給対象期間に支払われた賃金であっても、
介護休業期間外を対象とした賃金については記載
しません。（注２）

㉖欄の介護休業終了年月日には、介護休業開始
年月日から3か月を経過する日の前日までに終了
した場合のみ、その日を記載してください。
例えば、介護休業開始年月日から３か月以内に

職場復帰により介護休業が終了した場合は、職場
復帰日の前日を㉖欄に、㉗欄に「１」を記載します。
また、介護対象家族を介護しなくなったことにより
介護休業が終了した場合は、その休業事由の消滅
した日を㉖欄に、㉗欄に「２」を記載します。他の休
業を開始したことにより支給申請に係る介護休業
が終了した場合は、他の休業の開始日の前日を㉖
欄に、㉗欄に「２」を記載します。

被保険者本人が氏名を記載してください。
ただし、申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、合意のもと「記載内容に

関する確認書・申請等に関する同意書」を作成・保存することで被保険者氏名の
記載を省略することができます。

（注２） 支給対象期間に支払われた賃金額の記載について（支給申請書⑲、㉒、㉕欄）
支給対象期間に支払われた賃金とは、支給対象期間中の賃金支払日に支払われた賃金であって、介護休業期間を対象とした賃金

をいいます。
（例） 賃金締切日20日、賃金支払日25日の事業所において、５月31日から８月30日までの介護休業を取得した場合

５

休業開始日（５月31日）

支給対象期間その１

5/31 ～ 6/29 ６/30 ～ 7/30 7/31 ～ 8/30

支給対象期間その2 支給対象期間その3

6/25 7/25 8/25

（ 支 給 対 象 期 間 ） ➡

（ 賃 金 支 払 日 ） ➡

（賃金支払対象期間）➡ 5/21 ～ 6/20 ６/21 ～ ７/20 ７/21 ～ ８/20

支給対象期間その１（5/31～6/29）には、この期間の賃金支払日（6/25）に、支給対象期間その２（6/30～7/30）には、この期間の
賃金支払日（7/25）に、支給対象期間その３（7/31～8/30）には、この期間の賃金支払日（8/25）に支払われた賃金額を、それぞれ⑲
㉒㉕欄に記載することとなりますが、それぞれの賃金支払日に支払われた賃金額のうち、一部分でも介護休業期間外を対象としている
ような給与・手当等や対象期間が不明確な給与・手当等の額は計上せず、介護休業期間中を対象としていることが明確な給与・手当等の
額のみを計上してください。

（注１） 支給対象期間の記載について（支給申請書⑰、⑳、㉓欄）

○ 支給対象期間には、介護休業開始年月日から介護休業終了年月日（介護休業期間が３か
月以上にわたるときは介護休業開始年月日から３か月を経過する日）までの期間について、
介護休業開始年月日から１か月ごとの期間を記載してください。
介護休業開始年月日から３か月を経過する日とは、当該開始年月日から３か月目の月に

おいて、休業開始年月日に応当する日の前日（応当する日が当該月にないときは当該月の
末日）をいいます。
例えば、令和7年８月３１日から３か月を経過する日は、令和7年11月30日となります。ま

た、令和７年５月31日から３か月を経過する日は、令和７年８月30日となります。

○ 支給対象期間の記載は、以下のようになります。
（１） 支給対象期間その１の初日は、介護休業開始年月日となります。そして、支給対象期間

その２の初日、支給対象期間その３の初日は、翌月、翌々月の介護休業開始年月日に応当
する日（休業開始年月日と日が同じ年月日。応当する日が介護休業開始年月日の属する月
の翌月又は翌々月にないときは、それぞれの月の末日。）となります。

例えば、令和7年８月31日が介護休業開始年月日の場合、支給対象期間その２の初日は、
令和7年９月３０日、支給対象期間その３の初日は、令和7年10月3１日となります。

（２） 支給対象期間その１の末日は、支給対象期間その２の初日の前日、支給対象期間その２
の末日は、支給対象期間その３の初日の前日となります。支給対象期間その３の末日は、介
護休業終了年月日となります。

例えば、令和7年８月31日が介護休業開始年月日の場合、支給対象期間その１の末日は、
令和7年９月29日、支給対象期間その２の末日は、令和7年10月30日、支給対象期間そ
の３の末日は、令和7年11月30日となります。

介護休業① 介護休業②

支給日数61日 支給日数32日

４

※ 同じ対象家族について二回の介護休業給付金の支給を受ける例

① 令和7年６月１日から７月31日まで取得した介護休業について、支給日数61日の介
護休業給付金を受給。

・支給対象期間その１ 令和7年６月１日～６月30日 【支給日数30日】（（４）①a参照）
・支給対象期間その２ 令和７年７月１日～７月31日（休業終了日7/31）

【支給日数31日】（（４）①b参照）
② さらに、同じ対象家族について取得した２回目以降の介護休業について、支給日数
32日まで（①と通算して支給日数93日まで）介護休業給付金の受給が可能。令和7年９
月１日から10月２日まで介護休業を取得。

・支給対象期間その１ 令和7年９月１日～９月30日 【支給日数30日】（（４）①a参照）
・支給対象期間その２ 令和7年10月１日～10月２日（休業終了日10/2）

【支給日数 ２ 日】（（４）①b参照）

7/6/1 7/7/31 7/9/1 7/10/2

（例１）５月７日から７月25日まで介護休業を取得した場合
【介護休業開始年月日５月７日
介護休業終了年月日７月25日として記載】

支給対象期間その１ 令和7年５月７日～６月６日
支給対象期間その２ 令和7年６月７日～７月６日
支給対象期間その３ 令和7年７月７日～７月25日

（例２）５月31日から８月31日まで介護休業を取得した場合
【介護休業開始年月日５月31日
介護休業終了年月日８月30日として記載】

支給対象期間その１ 令和7年5月31日～6月29日
支給対象期間その２ 令和7年6月30日～7月30日
支給対象期間その３ 令和7年7月31日～8月30日
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昭和25年７月２０日生まれの父親（介護対象家族）の介護のため、令和７年５月３１日から
３か月間取得した介護休業について、介護休業給付金の支給申請を行う場合の介護休業
給付金支給申請書の記載例。

介護休業給付金支給申請記載例

被保険者の個人番号を記載してください。

被保険者の個人番号を記載

⑧欄及び⑰欄の初日には、介護休業開始年月日
（令和７年５月31日）を記載してください。

介護対象家族の個人番号を記載してください。

介護対象家族の個人番号を記載

介護休業開始年月日である令和７年５月31日か
ら介護休業終了年月日（介護休業期間が３か月以
上にわたるときは介護休業開始年月日から３か月
を経過する日）である令和７年８月30日までの期
間について、介護休業開始年月日から１か月ごと
の期間を支給対象期間その１、支給対象期間その
２、支給対象期間その３の欄に記載します。
支給対象期間その１又は支給対象期間その２の

末日に介護休業終了年月日を記載した場合は、そ
の次以降の支給対象期間の記載は行いません。（４
頁の注１）

⑰⑳㉓欄の各々の支給対象期間中に全日にわ
たって介護休業をしている日（日曜日、祝日等のよ
うな所定労働日以外の日も含みます）の数を各々
⑱㉑㉔欄に記載してください。

⑰⑳㉓欄の各々の支給対象期間に支払われた賃
金額を各々⑲㉒㉕欄に記載してください。この賃
金は、臨時の賃金、３か月を超える期間ごとに支払
われる賃金を除く賃金です。また、⑲㉒㉕欄のいず
れかの支給対象期間に支払われた賃金であっても、
介護休業期間外を対象とした賃金については記載
しません。（注２）

㉖欄の介護休業終了年月日には、介護休業開始
年月日から3か月を経過する日の前日までに終了
した場合のみ、その日を記載してください。
例えば、介護休業開始年月日から３か月以内に

職場復帰により介護休業が終了した場合は、職場
復帰日の前日を㉖欄に、㉗欄に「１」を記載します。
また、介護対象家族を介護しなくなったことにより
介護休業が終了した場合は、その休業事由の消滅
した日を㉖欄に、㉗欄に「２」を記載します。他の休
業を開始したことにより支給申請に係る介護休業
が終了した場合は、他の休業の開始日の前日を㉖
欄に、㉗欄に「２」を記載します。

被保険者本人が氏名を記載してください。
ただし、申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、合意のもと「記載内容に

関する確認書・申請等に関する同意書」を作成・保存することで被保険者氏名の
記載を省略することができます。

（注２） 支給対象期間に支払われた賃金額の記載について（支給申請書⑲、㉒、㉕欄）
支給対象期間に支払われた賃金とは、支給対象期間中の賃金支払日に支払われた賃金であって、介護休業期間を対象とした賃金

をいいます。
（例） 賃金締切日20日、賃金支払日25日の事業所において、５月31日から８月30日までの介護休業を取得した場合

５

休業開始日（５月31日）

支給対象期間その１

5/31 ～ 6/29 ６/30 ～ 7/30 7/31 ～ 8/30

支給対象期間その2 支給対象期間その3

6/25 7/25 8/25

（ 支 給 対 象 期 間 ） ➡

（ 賃 金 支 払 日 ） ➡

（賃金支払対象期間）➡ 5/21 ～ 6/20 ６/21 ～ ７/20 ７/21 ～ ８/20

支給対象期間その１（5/31～6/29）には、この期間の賃金支払日（6/25）に、支給対象期間その２（6/30～7/30）には、この期間の
賃金支払日（7/25）に、支給対象期間その３（7/31～8/30）には、この期間の賃金支払日（8/25）に支払われた賃金額を、それぞれ⑲
㉒㉕欄に記載することとなりますが、それぞれの賃金支払日に支払われた賃金額のうち、一部分でも介護休業期間外を対象としている
ような給与・手当等や対象期間が不明確な給与・手当等の額は計上せず、介護休業期間中を対象としていることが明確な給与・手当等の
額のみを計上してください。

（注１） 支給対象期間の記載について（支給申請書⑰、⑳、㉓欄）

○ 支給対象期間には、介護休業開始年月日から介護休業終了年月日（介護休業期間が３か
月以上にわたるときは介護休業開始年月日から３か月を経過する日）までの期間について、
介護休業開始年月日から１か月ごとの期間を記載してください。
介護休業開始年月日から３か月を経過する日とは、当該開始年月日から３か月目の月に

おいて、休業開始年月日に応当する日の前日（応当する日が当該月にないときは当該月の
末日）をいいます。
例えば、令和7年８月３１日から３か月を経過する日は、令和7年11月30日となります。

○ 支給対象期間の記載は、以下のようになります。
（１） 支給対象期間その１の初日は、介護休業開始年月日となります。そして、支給対象期間

その２の初日、支給対象期間その３の初日は、翌月、翌々月の介護休業開始年月日に応当
する日（休業開始年月日と日が同じ年月日。応当する日が介護休業開始年月日の属する月
の翌月又は翌々月にないときは、それぞれの月の末日。）となります。

例えば、令和7年８月31日が介護休業開始年月日の場合、支給対象期間その２の初日は、
令和7年９月３０日、支給対象期間その３の初日は、令和7年10月3１日となります。

（２） 支給対象期間その１の末日は、支給対象期間その２の初日の前日、支給対象期間その２
の末日は、支給対象期間その３の初日の前日となります。支給対象期間その３の末日は、介
護休業終了年月日となります。

例えば、令和7年８月31日が介護休業開始年月日の場合、支給対象期間その１の末日は、
令和7年９月29日、支給対象期間その２の末日は、令和7年10月30日、支給対象期間そ
の３の末日は、令和7年11月30日となります。

介護休業① 介護休業②

支給日数61日 支給日数32日

４

※ 同じ対象家族について二回の介護休業給付金の支給を受ける例

① 令和7年６月１日から７月31日まで取得した介護休業について、支給日数61日の介
護休業給付金を受給。

・支給対象期間その１ 令和7年６月１日～６月30日 【支給日数30日】（（４）①a参照）
・支給対象期間その２ 令和７年７月１日～７月31日（休業終了日7/31）

【支給日数31日】（（４）①b参照）

② さらに、同じ対象家族について取得した２回目以降の介護休業について、支給日数
32日まで（①と通算して支給日数93日まで）介護休業給付金の受給が可能。令和7年９
月１日から10月２日まで介護休業を取得。

・支給対象期間その１ 令和7年９月１日～９月30日 【支給日数30日】（（４）①a参照）
・支給対象期間その２ 令和7年10月１日～10月２日（休業終了日10/2）

【支給日数２日】（（４）①b参照）

7/6/1 7/7/31 7/9/1 7/10/2

（例１）５月７日から７月25日まで介護休業を取得した場合
【介護休業開始年月日５月７日
介護休業終了年月日７月25日として記載】

支給対象期間その１ 令和7年５月７日～６月６日
支給対象期間その２ 令和7年６月７日～７月６日
支給対象期間その３ 令和7年７月７日～７月25日

（例２）８月31日から１１月31日まで介護休業を取得した場合
【介護休業開始年月日８月31日
介護休業終了年月日１１月30日として記載】

支給対象期間その１ 令和7年８月31日～９月29日
支給対象期間その２ 令和7年９月30日～10月30日
支給対象期間その３ 令和7年10月31日～１１月30日
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（参考様式）

介護休業申出書

（事業所名）

（事業主名） 殿

[申出日] 令 和 年 月 日

[申出者] （部局）

[フリガナ]

（氏名）

私は、下記のとおり介護休業の申出をします。

記

１ 介護対象の家族の状況

(1) 氏 名

（フリガナ）

(2) 本 人 と の 続 柄

(3) 介護を必要とする理由

２ 介 護 休 業 の 期 間 令和 年 月 日から 年 月 日まで 備考

３ 申 出 に 係 る 状 況

（1）休業開始予定日の２週間前に申し出て

い る・いない → 申出が遅れた理由

［ ］

（2）１の家族について、これまでの介護休業をした回数及び日数

回 日

（3）１の家族について介護休業の申出を撤回したことが

な い・ あ る （ 回）

→ 既に２回連続して撤回した場合、

再度申出の理由 ［ ］

[記入上の注意] ・ 1－(3)は、介護対象の家族が、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、２週間以

上にわたり常時介護（歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること）を必要とする

状態であることを、簡単に記入してください。[例:○○病によって歩行、排泄、食事、入浴、着脱

衣のために、常時、介助が必要。]

（注） 育児・介護休業法第11条第３項及び施行規則においては、労働者は、介護休業を取得する場合、その事業主に

書面（介護休業申出書）によって申し出なければならない旨が規定されています。

介護休業申出書の様式自体に特に定めはありませんが、上記様式を参考としてください。

なお、詳しくは、都道府県労働局雇用環境・均等部（室）にお尋ねください。

６

２ 介護休業給付金の支給申請関係手続

介護休業給付金の支給を受けるためには、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明
書」及び「介護休業給付金支給申請書」を、その内容を確認できる添付書類とともに提出期
限までにハローワークに提出することが必要です。

１．「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の提出について

提 出 者 事業主
提出書類 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」
添付書類 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記載内容が確認できる書類

（賃金台帳や出勤簿等）
提 出 先 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）

※ 本手続は電子申請による支給申請も可能です。

提出期限 被保険者が「介護休業支給申請書」を提出する日まで。ただし、事業主を経由して
「介護休業給付金支給申請書」を提出する場合には、その支給申請書と同時に
（支給申請書の提出期限までに）提出することができます。

○雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の記載のリーフレットはハローワークの窓口にあります。

２．「介護休業給付支給申請書」の提出について

提 出 者 事業主
※ やむを得ない理由のため、事業主を経由して提出することが困難な場合や被保険者本人が自

ら申請手続を行うことを希望する場合は、被保険者本人が提出することも可能です。

提出書類 「介護休業給付金支給申請書」（申請書の下部に「払渡希望金融機関指定届※」が
付いています。）
※ マイナポータルに公金受取口座を登録している方については、その口座を指定することもでき

ます（公共職業安定所に個人番号を届け出ておく必要があります）。

添付書類 ① 被保険者が事業主に提出した介護休業申出書（７頁参考様式参照）
② 介護対象家族の方の氏名、被保険者本人との続柄（※）、性別、生年月日等が

確認できる書類（住民票記載事項証明書等）
※ 被保険者と介護対象家族の方が同一世帯にあり、申請時に被保険者と介護対象家族の方のマ

イナンバーを届け出た場合は、被保険者と介護対象家族の方との続柄を確認できる書類は省
略できます。

➂ 介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる
書類（出勤簿・タイムカード等）

④ 介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる
書類（賃金台帳等）

※ 被保険者本人が提出する場合は、事業主が本人に交付する「雇用保険被保険者休業開始時賃
金月額証明書」「介護休業取扱通知書」（８頁参考様式参照）及び上記②～④を添付してくださ
い。

提 出 先 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）
※ 本手続は電子申請による支給申請も可能です。

提出時期 各介護休業の終了日（介護休業期間が３か月以上にわたるときは介護休業開始年
月日から３か月を経過する日）の翌日から起算して２か月を経過する日の属する
月の末日まで。（例えば介護休業終了年月日が７月25日の場合、７月26日～９月
30日）

３．支給決定の通知
支給申請の結果は、支給額等の記載された「支給決定通知書」又は「不支給決定通知書」

により通知されます。

４．支給方法
支給決定された場合の介護休業給付金は、支給申請中の払渡金融機関指定届により届

け出られた被保険者本人の金融機関の口座に、支給決定後約１週間後に振り込まれます。

○介護休業給付金支給申請書は、被保険者及び介護対象家族の方のマイナンバーを記載して提出してください。
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（参考様式）

介護休業申出書

（事業所名）

（事業主名） 殿

[申出日] 令 和 年 月 日

[申出者] （部局）

[フリガナ]

（氏名）

私は、下記のとおり介護休業の申出をします。

記

１ 介護対象の家族の状況

(1) 氏 名

（フリガナ）

(2) 本 人 と の 続 柄

(3) 介護を必要とする理由

２ 介 護 休 業 の 期 間 令和 年 月 日から 年 月 日まで 備考

３ 申 出 に 係 る 状 況

（1）休業開始予定日の２週間前に申し出て

い る・いない → 申出が遅れた理由

［ ］

（2）１の家族について、これまでの介護休業をした回数及び日数

回 日

（3）１の家族について介護休業の申出を撤回したことが

な い・ あ る （ 回）

→ 既に２回連続して撤回した場合、

再度申出の理由 ［ ］

[記入上の注意] ・ 1－(3)は、介護対象の家族が、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、２週間以

上にわたり常時介護（歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること）を必要とする

状態であることを、簡単に記入してください。[例:○○病によって歩行、排泄、食事、入浴、着脱

衣のために、常時、介助が必要。]

（注） 育児・介護休業法第11条第３項及び施行規則においては、労働者は、介護休業を取得する場合、その事業主に

書面（介護休業申出書）によって申し出なければならない旨が規定されています。

介護休業申出書の様式自体に特に定めはありませんが、上記様式を参考としてください。

なお、詳しくは、都道府県労働局雇用環境・均等部（室）にお尋ねください。

６

２ 介護休業給付金の支給申請関係手続

介護休業給付金の支給を受けるためには、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明
書」及び「介護休業給付金支給申請書」を、その内容を確認できる添付書類とともに提出期
限までにハローワークに提出することが必要です。

１．「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の提出について

提 出 者 事業主
提出書類 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」
添付書類 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記載内容が確認できる書類

（賃金台帳や出勤簿等）
提 出 先 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）

※ 本手続は電子申請による支給申請も可能です。

提出期限 被保険者が「介護休業支給申請書」を提出する日まで。ただし、事業主を経由して
「介護休業給付金支給申請書」を提出する場合には、その支給申請書と同時に
（支給申請書の提出期限までに）提出することができます。

○雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の記載のリーフレットはハローワークの窓口にあります。

２．「介護休業給付支給申請書」の提出について

提 出 者 事業主
※ やむを得ない理由のため、事業主を経由して提出することが困難な場合や被保険者本人が自

ら申請手続を行うことを希望する場合は、被保険者本人が提出することも可能です。

提出書類 「介護休業給付金支給申請書」（申請書の下部に「払渡希望金融機関指定届※」が
付いています。）
※ マイナポータルに公金受取口座を登録している方については、その口座を指定することもでき

ます（公共職業安定所に個人番号を届け出ておく必要があります）。

添付書類 ① 被保険者が事業主に提出した介護休業申出書（７頁参考様式参照）
② 介護対象家族の方の氏名、被保険者本人との続柄（※）、性別、生年月日等が

確認できる書類（住民票記載事項証明書等）
※ 被保険者と介護対象家族の方が同一世帯にあり、申請時に被保険者と介護対象家族の方のマ

イナンバーを届け出た場合は、被保険者と介護対象家族の方との続柄を確認できる書類は省
略できます。

➂ 介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる
書類（出勤簿・タイムカード等）

④ 介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる
書類（賃金台帳等）

※ 被保険者本人が提出する場合は、事業主が本人に交付する「雇用保険被保険者休業開始時賃
金月額証明書」「介護休業取扱通知書」（８頁参考様式参照）及び上記②～④を添付してくださ
い。

提 出 先 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）
※ 本手続は電子申請による支給申請も可能です。

提出時期 各介護休業の終了日（介護休業期間が３か月以上にわたるときは介護休業開始年
月日から３か月を経過する日）の翌日から起算して２か月を経過する日の属する
月の末日まで。（例えば介護休業終了年月日が７月25日の場合、７月26日～９月
30日）

３．支給決定の通知
支給申請の結果は、支給額等の記載された「支給決定通知書」又は「不支給決定通知書」

により通知されます。

４．支給方法
支給決定された場合の介護休業給付金は、支給申請中の払渡金融機関指定届により届

け出られた被保険者本人の金融機関の口座に、支給決定後約１週間後に振り込まれます。

○介護休業給付金支給申請書は、被保険者及び介護対象家族の方のマイナンバーを記載して提出してください。
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（参考様式）

介 護 休 業 取 扱 通 知 書
[申出者]

（通知日）令和 年 月 日

（部局）

[フリガナ]

（氏名） 殿

（事業所名）

（事業主名） 印

あなたが令和 年 月 日にされた介護休業についての申出について、その取扱いを下記のとおり通
知します。

記

１１

介介護護休休業業のの期期間間等等

(1) 適正な申出がされていましたので、申出どおり令和 年 月 日から令和

年 月 日までの介護休業してください。

(2) 申し出た期日が遅かったので休業開始日を令和 年 月 日（終了日令和

年 月 日）にしてください。

(3) あなたは以下の理由により介護休業の対象者でないので介護休業をすることはで

きません。

[ ]

(4) あなたが令和 年 月 日にした休業申出は撤回されました。

(5) 申出に係る対象家族について介護休業ができる日数はのべ93日です。今回の措置

により、介護休業ができる残りの回数及び日数は、（ ）回（ ）日になりま

す。

２２

介介護護休休業業期期間間中中のの

取取扱扱いい等等

(1) 介護休業期間中についての給与は（ ）となります。

(2) 身分は（ ）所属のままとします。

(3) あなたの社会保険料本人負担分は、（ ）月現在で１月約（ ）円です

が、介護休業を開始することにより（ ）月からは給与から天引きができなくな

りますので、月ごとに会社から支払請求書を送付します。指定された日までに下記

へ振り込むか、（ ）に持参してください。

振り込み先（ ）

(4) 税については、市区町村より直接納税通知書が届きますので、それにしたがって

支払ってください。

(5) 毎月の給与から天引きされる社内融資返済金がある場合には、支払い猶予の措置

を受けることができますので、（ ）に申し出てください。

(6）職場復帰プログラムを受講できますので、希望する場合は（ ）

に申し出てください。

３３

介介護護休休業業後後のの労労働働

条条件件

(1) 介護休業後のあなたの基本給は、（ ）級（ ）号（ ）円で

す。

(2) 令和（ ）年（ ）月の賞与については算定対象期間に（ ）日の出勤日

がありますので、出勤日数により日割りで計算した額を支給します。

(3) 退職金の算定に当たっては、介護休業期間を勤務したものとみなして勤続年数を

計算します。

(4) 復帰後は原則として（ ）で介護休業をする前と同じ職務につい

ていただく予定ですが、休業終了１か月前までに正式に決定し通知します。

(5) あなたの（ ）年度の有給休暇はあと（ ）日ありますので、これから介

護休業期間を除き令和（ ）年（ ）月（ ）日までの間に消化して

ください。

次年度の有給休暇は今後（ ）日以上欠勤がなければ、繰越し分を除いて

（ ）日の有給休暇を請求できます。

４４

そそ のの 他他

(1) 申出に係る家族を介護しなくなる等あなたの介護休業に重大な変更をもたらす事

由が発生したときは、なるべくその日に（ ）あて電話連絡をして

ください。この場合の介護休業終了後の出勤日としては、事由発生後２週間以内の

日を会社と話し合って決定していただきます。

(2) 介護休業期間中についても会社の福利厚生施設を利用することができます。

（注） 上記のうち、１(1)から(4)までの事項は事業主の義務となっている部分、それ以外の事項は努力義務となって
いる部分です。

介護休業取扱通知書の様式自体に特に定めはありませんが、上記様式を参考としてください。
なお、詳しくは、都道府県労働局雇用環境・均等部（室）にお尋ねください。
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